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令和５年神栖市議会・第４回定例会
令和５年第４回定例会を12月６日から12月20日までの会期15日間の日程で開き，条例に関するもの

11件，予算に関するもの７件，財産の取得に関するもの１件，市道路線に関するもの１件，指定管理

者に関するもの２件，損害賠償の額を定めることについて１件，訴えの提起に関するもの１件，請願

２件，意見書案１件，決議案１件，懲罰動議１件の計29件の審議を行いました。

議案等議決結果一覧

議案番号 件 名 内 容 議決結果

議案第１号

神栖市行政手続における特定
の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律に基づ
く個人番号の利用及び特定個
人情報の提供に関する条例の
一部を改正する条例

行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律の一部改正に伴い，定義
等を改めるため，また，当市において個人番号を
独自利用する事務を追加するため，所要の改正を
行うものです。

原 案可 決

議案第２号
神栖市監査委員条例の一部を
改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い，引用する条項の整
理をするため，所要の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第３号
神栖市特別職の職員の給与並
びに旅費及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例

令和５年人事院勧告等の趣旨に鑑み，特別職の期
末手当を改定するため，所要の改正を行うもので
す。

原 案可 決

議案第４号

神栖市職員の給与に関する条
例及び神栖市一般職の任期付
職員の採用及び給与の特例に
関する条例の一部を改正する
条例

令和５年人事院勧告等の趣旨に鑑み，市職員の給
与等を改定するため，所要の改正を行うもので
す。

原 案可 決

議案第５号
神栖市会計年度任用職員の給
与，報酬及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い，会計年度任用職員
に対する勤勉手当の支給を可能とするため，所要
の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第６号
神栖市国民健康保険税条例の
一部を改正する条例

地方税法施行令の一部改正に伴い，出産する予定
の被保険者又は出産した被保険者に係る国民健康
保険税の所得割額及び被保険者均等割額を減額す
るため，所要の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第７号
神栖市印鑑条例の一部を改正
する条例

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律の一部改正に伴い，個人
番号カード所持者の移動端末設備に電子証明書の
搭載が可能となったことから，当該移動端末設備
を用いて，コンビニエンスストアに設置されてい
る多機能端末機から印鑑登録証明書の交付を可能
とするため，所要の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第８号
神栖市下水道事業の設置等に
関する条例の一部を改正する
条例

地方自治法の一部改正に伴い，引用する条項の整
理をするため，所要の改正を行うものです。

原 案可 決
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議案等議決結果一覧

議案番号 件 名 内 容 議決結果

議案第９号
神栖市水道事業の設置等に関
する条例の一部を改正する条
例

地方自治法の一部改正に伴い，引用する条項の整
理をするため，所要の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第10号
神栖市企業職員の給与の種類
及び基準に関する条例の一部
を改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い，会計年度任用職員
に対する勤勉手当の支給を可能とするため，所要
の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第11号
令和５年度神栖市一般会計補
正予算（第６号）

補正の主な内容は，まちのにぎわいづくり事業に
おいて，息栖神社周辺に拠点施設を整備するた
め，また，ふるさと納税推進事業において，寄附
の増加に伴い必要となる返礼品等に要する経費を
措置し，寄附金を基金に積み立てるため，補正す
るものです。

原 案可 決

議案第12号
令和５年度神栖市国民健康保
険特別会計（事業勘定）補正
予算（第２号）

補正の主な内容は，産前産後期間の国民健康保険
税軽減制度の実施に伴い，国民健康保険税を減額
し，繰入金を増額するため，補正するものです。

原 案可 決

議案第13号
令和５年度神栖市介護保険特
別会計（事業勘定）補正予算
（第２号）

補正の主な内容は，令和５年度人事院勧告によ
る，会計年度任用職員の給与改定の実施に伴い報
酬を増額するため，補正予算を計上するもので
す。

原 案可 決

議案第14号
令和５年度神栖市後期高齢者
医療特別会計補正予算（第１
号）

補正の主な内容は，令和５年度人事院勧告によ
る，会計年度任用職員の給与改定の実施に伴い報
酬を増額するため，補正予算を計上するもので
す。

原 案可 決

議案第15号
令和５年度神栖市水道事業会
計補正予算（第１号）

補正の主な内容は，配水管拡張工事に伴う国庫補
助金が前倒しで交付されるため,令和６年度施工
予定の工事費について補正するものです。

原 案可 決

議案第16号
令和５年度神栖市下水道事業
会計補正予算（第１号）

補正の主な内容は，土合第三汚水中継ポンプ場電
気設備修繕工事について，令和５年度から令和７
年度まで債務負担行為を設定するものです。

原 案可 決

議案第17号
財産の取得について
・５消防ポンプ自動車購入
（第 32分団）

神栖市消防団第 32分団の消防車両を更新するた
め，新たに消防ポンプ自動車１台を取得すること
について，議会の議決に付すべき契約及び財産の
取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づ
き，議会の議決を求めるものです。

原 案可 決

議案第18号 神栖市道路線の廃止について
日川地内の一般の用に供していない１路線を廃止
するため，道路法第 10 条第３項の規定に基づ
き，議会の議決を求めるものです 。

原 案可 決

議案第19号
指定管理者の指定について
・神栖市障害者デイサービス
センターのぞみ

地方自治法第 244条の２第６項の規定に基づき，
議会の議決を求めるものです。

原 案可 決
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議案番号 件 名 内 容 議決結果
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の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律に基づ
く個人番号の利用及び特定個
人情報の提供に関する条例の
一部を改正する条例
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地方自治法の一部改正に伴い，引用する条項の整
理をするため，所要の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第３号
神栖市特別職の職員の給与並
びに旅費及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例

令和５年人事院勧告等の趣旨に鑑み，特別職の期
末手当を改定するため，所要の改正を行うもので
す。

原 案可 決

議案第４号

神栖市職員の給与に関する条
例及び神栖市一般職の任期付
職員の採用及び給与の特例に
関する条例の一部を改正する
条例

令和５年人事院勧告等の趣旨に鑑み，市職員の給
与等を改定するため，所要の改正を行うもので
す。

原 案可 決

議案第５号
神栖市会計年度任用職員の給
与，報酬及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い，会計年度任用職員
に対する勤勉手当の支給を可能とするため，所要
の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第６号
神栖市国民健康保険税条例の
一部を改正する条例

地方税法施行令の一部改正に伴い，出産する予定
の被保険者又は出産した被保険者に係る国民健康
保険税の所得割額及び被保険者均等割額を減額す
るため，所要の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第７号
神栖市印鑑条例の一部を改正
する条例

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律の一部改正に伴い，個人
番号カード所持者の移動端末設備に電子証明書の
搭載が可能となったことから，当該移動端末設備
を用いて，コンビニエンスストアに設置されてい
る多機能端末機から印鑑登録証明書の交付を可能
とするため，所要の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第８号
神栖市下水道事業の設置等に
関する条例の一部を改正する
条例

地方自治法の一部改正に伴い，引用する条項の整
理をするため，所要の改正を行うものです。

原 案可 決
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議案等議決結果一覧

議案番号 件 名 内 容 議決結果

議案第９号
神栖市水道事業の設置等に関
する条例の一部を改正する条
例

地方自治法の一部改正に伴い，引用する条項の整
理をするため，所要の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第10号
神栖市企業職員の給与の種類
及び基準に関する条例の一部
を改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い，会計年度任用職員
に対する勤勉手当の支給を可能とするため，所要
の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第11号
令和５年度神栖市一般会計補
正予算（第６号）

補正の主な内容は，まちのにぎわいづくり事業に
おいて，息栖神社周辺に拠点施設を整備するた
め，また，ふるさと納税推進事業において，寄附
の増加に伴い必要となる返礼品等に要する経費を
措置し，寄附金を基金に積み立てるため，補正す
るものです。

原 案可 決

議案第12号
令和５年度神栖市国民健康保
険特別会計（事業勘定）補正
予算（第２号）

補正の主な内容は，産前産後期間の国民健康保険
税軽減制度の実施に伴い，国民健康保険税を減額
し，繰入金を増額するため，補正するものです。

原 案可 決

議案第13号
令和５年度神栖市介護保険特
別会計（事業勘定）補正予算
（第２号）

補正の主な内容は，令和５年度人事院勧告によ
る，会計年度任用職員の給与改定の実施に伴い報
酬を増額するため，補正予算を計上するもので
す。

原 案可 決

議案第14号
令和５年度神栖市後期高齢者
医療特別会計補正予算（第１
号）

補正の主な内容は，令和５年度人事院勧告によ
る，会計年度任用職員の給与改定の実施に伴い報
酬を増額するため，補正予算を計上するもので
す。

原 案可 決

議案第15号
令和５年度神栖市水道事業会
計補正予算（第１号）

補正の主な内容は，配水管拡張工事に伴う国庫補
助金が前倒しで交付されるため,令和６年度施工
予定の工事費について補正するものです。

原 案可 決

議案第16号
令和５年度神栖市下水道事業
会計補正予算（第１号）

補正の主な内容は，土合第三汚水中継ポンプ場電
気設備修繕工事について，令和５年度から令和７
年度まで債務負担行為を設定するものです。

原 案可 決

議案第17号
財産の取得について
・５消防ポンプ自動車購入
（第 32分団）

神栖市消防団第 32分団の消防車両を更新するた
め，新たに消防ポンプ自動車１台を取得すること
について，議会の議決に付すべき契約及び財産の
取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づ
き，議会の議決を求めるものです。

原 案可 決

議案第18号 神栖市道路線の廃止について
日川地内の一般の用に供していない１路線を廃止
するため，道路法第 10 条第３項の規定に基づ
き，議会の議決を求めるものです 。

原 案可 決

議案第19号
指定管理者の指定について
・神栖市障害者デイサービス
センターのぞみ

地方自治法第 244条の２第６項の規定に基づき，
議会の議決を求めるものです。

原 案可 決
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について，議会の議決に付すべき契約及び財産の
取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づ
き，議会の議決を求めるものです。

原 案可 決

議案第18号 神栖市道路線の廃止について
日川地内の一般の用に供していない１路線を廃止
するため，道路法第 10 条第３項の規定に基づ
き，議会の議決を求めるものです 。

原 案可 決

議案第19号
指定管理者の指定について
・神栖市障害者デイサービス
センターのぞみ

地方自治法第 244条の２第６項の規定に基づき，
議会の議決を求めるものです。

原 案可 決

かみす市議会だより 第80号3
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議案等議決結果一覧

議案番号 件 名 内 容 議決結果

議案第20号
指定管理者の指定について
・神栖市福祉作業所きぼうの
家

地方自治法第 244条の２第６項の規定に基づき，
議会の議決を求めるものです。

原 案可 決

議案第21号
損害賠償の額を定めることに
ついて

公用車と相手方車両の接触により発生した交通事
故について，地方自治法第 96条第１項第 13号の
規定に基づき，議会の議決を求めるものです。

原 案可 決

議案第22号 訴えの提起について

市道１－９号線を構成する土地の共有持分の全部
を取得するため，共有物分割請求の訴えを提起し
たいので，地方自治法第 96条第１項第 12号の規
定に基づき，議会の議決を求めるものです。

原 案可 決

議案第23号
神栖市手数料条例の一部を改
正する条例

地方公共団体の手数料の標準に関する政令及び地
方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定す
る総務省令で定める金額等を定める省令の一部改
正に伴い，戸籍及び除籍に係る電子証明書提供用
識別符号の発行に関する手数料等を定めるため，
所要の改正を行うものです。

原 案可 決

議案第24号
令和５年度神栖市一般会計補
正予算（第７号）

補正の主な内容は，エネルギー・食料品価格等の
物価高騰で特に影響を受けている住民税非課税世
帯等に対し，給付金を早期に支給するため，補正
予算を計上するものです。

原 案可 決

請願第４号
交通安全のための安全隅切り
要請に関する請願書（令和５
年第３回定例会提出）

見通しの悪い交差点内に土地を保有する方に対
し，交通安全のための安全隅切りを行政側から要
請するという条例を請願するものです。
（提出者：荒木 光男 外３名）

継 続審 査

請願第５号

教職員定数改善と義務教育費
国庫負担制度堅持のための政
府予算に係る意見書採択を求
める請願

中学校での 35人学級を早急に実現すること，さ
らなる少人数学級について検討すること，学校の
働き方改革・長時間労働是正を実現するため，加
配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定数
改善を推進すること，教育の機会均等と水準の維
持向上をはかるため，地方財源を確保した上で義
務教育費国庫負担制度を堅持することが政府予算
編成において実現されるよう，国の関係機関への
意見書提出を請願するものです。（提出者：茨城
県教職員組合 執行委員長 中山 幸男）

採 択

意見書案
第４号

教職員定数改善及び義務教育
費国庫負担制度堅持に係る意
見書

中学校での 35人学級を早急に実現すること，さ
らなる少人数学級について検討すること，学校の
働き方改革・長時間労働是正を実現するため，加
配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定数
改善を推進すること，教育の機会均等と水準の維
持向上をはかるため，地方財源を確保した上で義
務教育費国庫負担制度を堅持することを求める意
見書を内閣総理大臣ほか関係大臣等に提出するも
のです。（提出者：遠藤 貴之 議員）

原 案可 決

議案等議決結果一 覧 

議案番号 件  名 内  容 議決結果 

決議案 
第１号 

期日前投票所への対策を求め
る決議 

選挙の執行においては，公平・公正さが求められ
ているところですが，過去，期日前投票所でなり
すまし投票という事例が発生しています。 
このことから，今後，執行される選挙において，
公平・公正を確保するため，期日前投票所に防犯
カメラを設置するよう要望します。 
（提出者：額賀 優 議員） 

原 案 可 決 

－ 
佐藤節子議員に対する懲罰動
議 

12 月 11 日の本会議における佐藤節子議員の３回
目の質問での発言の「個人的な中傷，無意味な質
問の繰り返し」「神栖市議会の機能が全く失われ
たこと」 等は議会の品位を欠く発言であり，10
名の議員に対する誹謗中傷であるため，佐藤節子
議員に５日間の出席停止の懲罰を科すものです。 
（提出者：木内 敏之 議員，宮川 一郎 議員 

佐々木義明 議員，幸保 正東 議員) 

１ 日 間 の
出 席 停 止 

<議員による賛否一覧 > 
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遠 
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潤
一
郎 

五
十
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宮 

川 

一 

郎 

長
谷
川 

 
 

隆 

議案第１号 

神栖市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第２号 神栖市監査委員条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第３号 

神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 × ○ ○ ○ ○ 

議案第４号 

神栖市職員の給与に関する条例及び神栖市

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例

に関する条例の一部を改正する条例 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第５号 

神栖市会計年度任用職員の給与，報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第６号 
神栖市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第７号 神栖市印鑑条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第８号 
神栖市下水道事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第９号 
神栖市水道事業の設置等に関する条例の一

部を改正する条例 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 
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議案等議決結果一 覧 

議案番号 件  名 内  容 議決結果 

決議案 
第１号 

期日前投票所への対策を求め
る決議 

選挙の執行においては，公平・公正さが求められ
ているところですが，過去，期日前投票所でなり
すまし投票という事例が発生しています。 
このことから，今後，執行される選挙において，
公平・公正を確保するため，期日前投票所に防犯
カメラを設置するよう要望します。 
（提出者：額賀 優 議員） 

原 案 可 決 

－ 
佐藤節子議員に対する懲罰動
議 

12 月 11 日の本会議における佐藤節子議員の３回
目の質問での発言の「個人的な中傷，無意味な質
問の繰り返し」「神栖市議会の機能が全く失われ
たこと」 等は議会の品位を欠く発言であり，10
名の議員に対する誹謗中傷であるため，佐藤節子
議員に５日間の出席停止の懲罰を科すものです。 
（提出者：木内 敏之 議員，宮川 一郎 議員 

佐々木義明 議員，幸保 正東 議員) 

１ 日 間 の
出 席 停 止 

<議員による賛否一覧 > 
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司 

飯 

田 

耕 

造 

木 

内 

敏 

之 
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郎 

長
谷
川 

 
 

隆 

議案第１号 

神栖市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第２号 神栖市監査委員条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第３号 

神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 × ○ ○ ○ ○ 

議案第４号 

神栖市職員の給与に関する条例及び神栖市

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例

に関する条例の一部を改正する条例 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第５号 

神栖市会計年度任用職員の給与，報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第６号 
神栖市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第７号 神栖市印鑑条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第８号 
神栖市下水道事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第９号 
神栖市水道事業の設置等に関する条例の一

部を改正する条例 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 
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隆 

議案第10号 
神栖市企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第11号 
令和５年度神栖市一般会計補正予算（第６

号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第12号 
令和５年度神栖市国民健康保険特別会計

（事業勘定）補正予算（第２号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第13号 
令和５年度神栖市介護保険特別会計（事業

勘定）補正予算（第２号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第14号 
令和５年度神栖市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第15号 
令和５年度神栖市水道事業会計補正予算

（第１号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第16号 
令和５年度神栖市下水道事業会計補正予算

（第１号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第17号 
財産の取得について 

・５消防ポンプ自動車購入（第 32 分団） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第18号 神栖市道路線の廃止について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第19号 

指定管理者の指定について 

・神栖市障害者デイサービスセンターのぞ

み 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 × ○ ○ ○ ○ 

議案第20号 
指定管理者の指定について 

・神栖市福祉作業所きぼうの家 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 × ○ ○ ○ ○ 

議案第21号 損害賠償の額を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第22号 訴えの提起について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第23号 神栖市手数料条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第24号 
令和５年度神栖市一般会計補正予算（第７

号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

請願第５号 

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度

堅持のための政府予算に係る意見書採択を

求める請願 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

意見書案 

第４号 

教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制

度堅持に係る意見書 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

決議案 

第１号 
期日前投票所への対策を求める決議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

－ 佐藤節子議員に対する懲罰動議 ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × ○ × ○ － 退 × × ○ ○ × 

【○：賛成  ×：反対  欠：欠席  退：退席  －：議長】 
※ 懲罰動議に係る佐藤節子議員の退席は，地方自治法第 117 条の規定による除斥，その他の退席は１日間の出

席停止の懲罰によるもの。 
※ 議長の表決権：過半数議決の場合，議長には表決権がありません。ただし，賛成反対が同数の場合，可決か

否決か決定することになります。 
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件 名 

幸 

保 

正 

東 

山 

本 
 

 

実 

佐
々
木 

義 

明 

神 

﨑 

誠 

司 

小
野
田 

ト
シ
子 

須 

田 

光 

一 

石 

井 

由 

春 

境 

川 

幸 

雄 

額 

賀 
 

 

優 

髙 

橋 

佑 

至 

西 

山 

正 

司 

鈴 

木 

康 

弘 

遠 

藤 

貴 

之 

後 

藤 

潤
一
郎 

五
十
嵐 

清 

美 

佐 

藤 

節 

子 

関 

口 

正 

司 

飯 

田 

耕 

造 

木 

内 

敏 

之 

宮 

川 

一 

郎 

長
谷
川 

 
 

隆 

議案第10号 
神栖市企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第11号 
令和５年度神栖市一般会計補正予算（第６

号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第12号 
令和５年度神栖市国民健康保険特別会計

（事業勘定）補正予算（第２号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第13号 
令和５年度神栖市介護保険特別会計（事業

勘定）補正予算（第２号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第14号 
令和５年度神栖市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第15号 
令和５年度神栖市水道事業会計補正予算

（第１号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第16号 
令和５年度神栖市下水道事業会計補正予算

（第１号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第17号 
財産の取得について 

・５消防ポンプ自動車購入（第 32 分団） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第18号 神栖市道路線の廃止について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第19号 

指定管理者の指定について 

・神栖市障害者デイサービスセンターのぞ

み 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 × ○ ○ ○ ○ 

議案第20号 
指定管理者の指定について 

・神栖市福祉作業所きぼうの家 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 × ○ ○ ○ ○ 

議案第21号 損害賠償の額を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第22号 訴えの提起について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第23号 神栖市手数料条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第24号 
令和５年度神栖市一般会計補正予算（第７

号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

請願第５号 

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度

堅持のための政府予算に係る意見書採択を

求める請願 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

意見書案 

第４号 

教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制

度堅持に係る意見書 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

決議案 

第１号 
期日前投票所への対策を求める決議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 退 ○ ○ ○ ○ ○ 

－ 佐藤節子議員に対する懲罰動議 ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × ○ × ○ － 退 × × ○ ○ × 

【○：賛成  ×：反対  欠：欠席  退：退席  －：議長】 
※ 懲罰動議に係る佐藤節子議員の退席は，地方自治法第 117 条の規定による除斥，その他の退席は１日間の出

席停止の懲罰によるもの。 
※ 議長の表決権：過半数議決の場合，議長には表決権がありません。ただし，賛成反対が同数の場合，可決か

否決か決定することになります。 

7

＜概要＞

12月12日の本会議において，４名の議員から「佐藤節子議員に対する懲罰動議」が提出されました。

同日付で懲罰特別委員会が設置され，「佐藤節子議員に対する懲罰動議」は，懲罰特別委員会に付託し

て審査することとなりました。

12月20日の本会議において，懲罰特別委員会の委員長から，「佐藤節子議員に対して１日間の出席停止

の懲罰を科すべき」との審査結果が報告され，起立採決により，委員長報告のとおり決定しました。

懲罰動議を可決

佐藤節子議員に「１日間の出席停止」

懲 罰 動 議

（懲罰動議の内容を抜粋）

○ 提出者（４名）

木内 敏之， 宮川 一郎

佐々木 義明，幸保 正東

○ 懲罰理由

12月11日の本会議における佐藤節子議員の３回

目の質問での発言の「個人的な中傷，無意味な質問

の繰り返し」「神栖市議会の機能が全く失われたこ

と」等は，議会の品位を欠く発言であり，10名の議

員に対する誹謗中傷であるため。

○ 科すべき懲罰

５日間の出席停止

懲罰特別委員会

懲罰特別委員会の委員構成は次のとおりです。

役 職 議席番号 氏 名

委 員 長 12番 髙 橋 佑 至

副委員長 ３番 山 本 実

委 員 16番 後 藤 潤一郎

委 員 14番 鈴 木 康 弘

委 員 13番 西 山 正 司

委 員 11番 額 賀 優

委 員 10番 境 川 幸 雄

委 員 ９番 石 井 由 春

審査の経過と結果（懲罰特別委員会）

懲罰特別委員会は12月14日に委員会を開催し，

佐藤節子議員に対する懲罰動議を審査しました。

○ 経過

・ 懲罰を科すべきか否か

「事実と異なる」「議会を侮辱している」との意見

⇒ 起立採決により，懲罰を科すべきと決定

・ どの懲罰を科すか

「戒告」「出席停止」の２つの意見

⇒ 科すべき懲罰を「出席停止」と決定

・ 出席停止の期間を何日間とするかを協議

残された会議が12月20日の本会議のみ

⇒ 出席停止の期間を「１日間」と決定

○ 結果

１日間の出席停止の懲罰を科すべき

本 会 議

12月20日の本会議で懲罰特別委員会の審査結果

を報告し，起立採決により，佐藤節子議員に「１日

間の出席停止」の懲罰を科すことが決定しました。

○ 質疑 （関口正司議員）

Ｑ：佐藤議員の発言が懲罰に値するとのことだが，

その発言を取り消す機会は与えたのか。

Ａ：佐藤議員の発言の中に謝罪の弁はなく，発言を

訂正しない旨の発言もあったため，委員がその

ように協議したのではないか。

○ 反対討論（遠藤貴之議員）

佐藤議員の発言は，会議規則に定める議会の品位

の尊重に反しない。名誉毀損・侮辱についても刑事

責任が確定しないので，懲罰事犯の事実は不確かと

言える。ゆえに懲罰を科すことに反対する。

かみす市議会だより 第80号7



8

問

「
か
み
す
の
医
療
」
の
冊

子
発
行
の
目
的
は
何
か
。

（
藤
枝
医
療
対
策
監
）
神
栖
市

地
域
医
療
体
制
検
討
委
員
会
で

の
議
論
を
踏
ま
え
、
企
業
や
市

民
の
不
安
解
消
に
資
す
る
た

め
、
医
療
の
現
状
や
課
題
、
今

後
の
方
針
等
に
つ
い
て
説
明
す

る
と
と
も
に
、
医
療
を
受
け
る

側
の
主
体
的
参
加
や
貢
献
を
得

ら
れ
る
よ
う
意
識
醸
成
を
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

問

「
か
み
す
の
医
療
」
の
冊

子
発
行
の
効
果
と
し
て
、
企
業

や
市
民
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が

あ
っ
た
の
か
。

（
藤
枝
医
療
対
策
監
）
企
業
に

お
い
て
は
、
研
修
医
の
受
入
や

勉
強
会
に
際
し
て
、
企
業
を
挙

げ
て
参
画
し
て
い
た
だ
く
と

い
っ
た
動
き
も
あ
り
、
市
民
か

ら
は
、
市
の
医
療
状
況
に
つ
い

て
、
様
々
な
ご
意
見
を
い
た
だ

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

問

「
か
み
す
の
医
療
」
と

「
若
手
医
師
き
ら
っ
せ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
の
医
療
に
関
す
る

二
つ
の
冊
子
を
一
つ
に
ま
と
め

て
発
行
し
た
ほ
う
が
、
市
民
に

と
っ
て
も
分
か
り
や
す
く
、
予

算
も
抑
え
ら
れ
る
と
考
え
る

が
、
市
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

（
藤
枝
医
療
対
策
監
）
「
若
手

医
師
き
ら
っ
せ
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
に
つ
い
て
は
、
若
手
医
師

や
指
導
医
の
確
保
を
目
的
と
し

た
、
全
国
の
医
師
や
医
学
生
に

対
し
て
の
情
報
提
供
で
あ
り
、

「
か
み
す
の
医
療
」
と
は
目
的

と
性
質
が
違
い
ま
す
の
で
、
一

つ
に
ま
と
め
る
こ
と
は
あ
ま
り

良
い
手
法
だ
と
は
考
え
て
い
ま

せ
ん
。

問

医
療
に
関
し
て
市
民
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
意
見
が
五
年
間
で

二
十
五
件
と
少
な
い
が
、
市
民

か
ら
の
声
を
集
め
る
工
夫
は
し

な
い
の
か
。

（
藤
枝
医
療
対
策
監
）
市
の
広

聴
機
能
と
い
う
の
は
極
め
て
大

事
な
こ
と
で
あ
る
た
め
、
今
後

も
ど
う
い
っ
た
方
法
を
講
じ
て

い
く
こ
と
が
大
事
な
の
か
、
検

討
し
て
い
き
ま
す
。

問

キ
ャ
リ
ア
育
成
支
援
金
と

人
材
育
成
支
援
金
に
つ
い
て
、

事
業
の
成
果
を
伺
い
た
い
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
キ
ャ
リ
ア

育
成
支
援
金
に
つ
い
て
は
、
支

援
金
を
交
付
し
た
生
徒
の
活
動

に
つ
い
て
各
校
か
ら
毎
年
度
報

告
を
受
け
て
お
り
、
各
種
資
格

の
取
得
や
キ
ャ
リ
ア
向
上
の
た

め
の
活
動
に
活
か
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
人

材
育
成
支
援
金
に
つ
い
て
は
、

昨
年
度
か
ら
開
始
し
た
事
業
で

あ
り
、
成
果
が
見
え
る
の
は
も

う
少
し
時
間
が
掛
か
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

問

キ
ャ
リ
ア
育
成
支
援
金
を

交
付
さ
れ
て
も
、
生
徒
が
各
種

資
格
の
取
得
等
を
行
わ
な
か
っ

た
場
合
は
、
支
援
金
を
返
済
し

て
も
ら
う
の
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
キ
ャ
リ
ア

向
上
の
た
め
の
活
動
を
行
わ
な

か
っ
た
場
合
も
、
返
済
は
求
め

て
い
ま
せ
ん
。

問

キ
ャ
リ
ア
育
成
支
援
金
と

人
材
育
成
支
援
金
に
つ
い
て
、

事
業
の
手
法
を
変
え
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
二
つ
の
支

援
金
事
業
に
つ
い
て
、
事
業
効

果
を
し
っ
か
り
と
検
証
し
て
い

く
と
と
も
に
、
支
援
金
事
業
が

更
な
る
学
校
の
魅
力
づ
く
り
に

繋
が
り
、
生
徒
の
将
来
の
キ
ャ

リ
ア
育
成
に
資
す
る
も
の
と
な

る
よ
う
、
市
内
高
等
学
校
三
校

と
適
宜
見
直
し
に
つ
い
て
協
議

し
な
が
ら
、
事
業
を
継
続
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

市
内
県
立
高
等
学
校
と
同

様
な
支
援
を
、
小
・
中
学
校
の

意
欲
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
に
対

し
て
は
で
き
な
い
の
か
。

（
佐
々
木
教
育
部
長
）
小
・
中

学
校
は
、
高
等
学
校
と
違
い
義

務
教
育
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一

部
の
児
童
生
徒
と
い
う
こ
と
だ

け
で
は
な
く
、
全
体
か
つ
平
等

な
支
援
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

一般
質問

令
和
五
年
第
四
回
定
例
会
の
一
般
質
問
は
十
二
月
七
日
、
八
日
、
十
一
日
に
行
わ
れ
、
十
一

人
の
議
員
が
市
政
全
般
に
つ
い
て
、
市
長
は
じ
め
関
係
部
長
等
に
見
解
を
問
い
ま
し
た
。

な
お
、
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
一
問
一
答
形
式
で
編
集
し
、
要
旨
を
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
日
、
会
議
録
が
神
栖
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

髙橋 佑至 議員

医
療
に
つ
い
て

教
育
に
つ
い
て

録
画
配
信

問

問

問

問

問問

医
療
に
つ
い
て

問 教
育
に
つ
い
て

問

かみす市議会だより 2024年2月18日 8



9

問

海
浜
球
場
の
改
修
計
画
の

内
容
を
伺
い
た
い
。

（
新
井
教
育
委
員
会
次
長
）
現

在
、
市
軟
式
野
球
連
盟
な
ど
の

利
用
団
体
や
市
民
に
施
設
整
備

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
整
理
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
今
後
は
、
海

浜
球
場
へ
の
ナ
イ
タ
ー
設
備
の

設
置
検
討
を
含
め
、
海
浜
運
動

公
園
東
側
エ
リ
ア
全
体
の
利
用

者
ニ
ー
ズ
、
各
種
目
の
競
技
人

口
、
改
修
コ
ス
ト
等
を
考
慮
し

た
上
で
計
画
に
反
映
さ
せ
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
経
て
改

修
基
本
計
画
を
策
定
し
て
い
き

ま
す
。

問

海
浜
球
場
と
神
之
池
野
球

場
に
、
早
急
に
ナ
イ
タ
ー
設
備

を
設
置
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
新
井
教
育
委
員
会
次
長
）
過

去
に
両
球
場
へ
の
ナ
イ
タ
ー
設

備
の
設
置
を
検
討
し
ま
し
た

が
、
コ
ス
ト
面
や
周
辺
環
境
へ

の
影
響
を
考
慮
し
断
念
し
た
経

緯
が
あ
り
ま
す
。
海
浜
球
場
に

つ
い
て
は
改
修
計
画
が
策
定
過

程
で
す
が
、
神
之
池
野
球
場
に

つ
い
て
は
ナ
イ
タ
ー
設
備
の
設

置
は
計
画
し
て
い
ま
せ
ん
。

問

既
存
の
球
場
が
改
修
に
耐

え
ら
れ
な
い
場
合
は
応
急
処
置

に
と
ど
め
、
ア
ク
セ
ス
の
良
い

場
所
に
新
た
に
野
球
場
を
新
設

す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

（
新
井
教
育
委
員
会
次
長
）
現

時
点
で
野
球
場
を
新
設
す
る
計

画
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
利
用
者

の
安
全
確
保
の
た
め
、
築
三
十

年
を
経
過
す
る
多
く
の
運
動
施

設
の
長
寿
命
化
や
機
能
更
新
を

図
り
、
利
用
者
ニ
ー
ズ
や
社
会

情
勢
等
を
踏
ま
え
、
適
切
な
ス

ポ
ー
ツ
環
境
の
整
備
を
行
い
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

処
分
の
対
象
、
内
容
及
び

そ
の
根
拠
を
伺
い
た
い
。

（
山
本
総
務
部
長
）
市
で
は
神

栖
市
職
員
懲
戒
基
準
を
設
け
て

お
り
、
職
員
が
違
反
行
為
や
非

行
、
服
務
規
程
に
反
す
る
行
為

を
行
っ
た
場
合
、
神
栖
市
職
員

分
限
懲
戒
審
査
委
員
会
を
開
催

し
て
審
査
し
ま
す
。
本
事
案
に

つ
い
て
は
、
地
方
税
法
等
の
調

査
、
研
究
が
不
十
分
で
あ
っ
た

た
め
に
法
解
釈
を
誤
り
、
市
議

会
や
市
民
に
対
し
混
乱
を
招
い

た
と
し
て
、
当
時
の
総
務
部
及

び
総
務
課
の
管
理
職
で
あ
っ
た

職
員
の
う
ち
三
名
を
対
象
と
し

て
審
査
し
ま
し
た
。
市
長
は
そ

の
審
査
結
果
報
告
書
を
受
け
、

対
象
職
員
三
名
に
対
し
、
懲
戒

処
分
で
は
な
い
訓
告
と
し
た
も

の
で
す
。

問

最
高
責
任
者
で
あ
る
市
長

の
責
任
は
ど
う
な
る
の
か
。

（
山
本
総
務
部
長
）
神
栖
市
職

員
懲
戒
基
準
は
、
一
般
職
職
員

を
対
象
と
し
た
基
準
で
あ
り
、

特
別
職
で
あ
る
市
長
に
は
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。

問

退
職
し
た
職
員
の
再
任
用

の
基
準
を
伺
い
た
い
。

（
山
本
総
務
部
長
）
再
任
用
の

基
準
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
の

人
事
評
価
の
結
果
、
勤
務
実
績

等
に
基
づ
く
能
力
実
証
を
経
て

行
っ
て
お
り
、
希
望
者
全
員
が

当
然
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
を
保

障
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

問

同
じ
部
長
経
験
者
で
あ
っ

て
も
再
任
用
時
に
職
名
が
異
な

る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
理
由

を
伺
い
た
い
。

（
山
本
総
務
部
長
）
再
任
用
職

員
の
職
の
位
置
付
け
に
つ
い
て

は
、
原
則
、
定
年
退
職
前
の
給

料
表
の
級
の
二
級
下
位
に
位
置

付
け
て
お
り
、
退
職
前
が
部
長

職
の
場
合
は
、
給
料
表
が
七
級

か
ら
五
級
と
な
り
ま
す
。
職
は

副
参
事
ま
た
は
主
査
と
な
り
、

と
も
に
給
料
表
は
五
級
で
す

が
、
副
参
事
は
、
特
に
命
じ
ら

れ
た
事
案
を
担
当
し
、
ま
た
管

理
職
と
し
て
、
課
長
や
課
長
補

佐
等
に
対
し
て
、
業
務
上
必
要

な
知
識
や
技
術
等
を
習
得
さ

せ
、
管
理
職
と
し
て
の
意
識
の

醸
成
を
図
る
な
ど
の
後
進
育
成

も
担
い
、
そ
の
職
責
か
ら
管
理

職
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
主

査
は
、
管
理
職
手
当
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
が
、
超
過
勤
務
時
に

は
時
間
外
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

額賀 優 議員

市
民
球
場
の
新
設
、
改
修
に

つ
い
て

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
の
地
方
税
法
違
反
及
び

業
務
委
託
受
注
に
関
す
る
事

件
に
よ
る
職
員
の
処
分
に
つ

い
て

再
任
用
職
員
の
採
用
基
準
に

つ
い
て

録
画
配
信

問

問

問

問

問

市
民
球
場
の
新
設
、

改
修
に
つ
い
て

問

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
の
地
方
税
法
違
反

及
び
業
務
委
託
受
注
に
関

す
る
事
件
に
よ
る
職
員
の

処
分
に
つ
い
て

再
任
用
職
員
の

採
用
基
準
に
つ
い
て

 
            

問 

海
浜
球
場
の
改
修
計
画
の

内
容
を
伺
い
た
い
。 

（
新
井
教
育
委
員
会
次
長
）
現

在
、
市
軟
式
野
球
連
盟
な
ど
の

利
用
団
体
や
市
民
に
施
設
整
備

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
整
理
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
今
後
は
、
海

浜
球
場
へ
の
ナ
イ
タ
ー
設
備
の

設
置
検
討
を
含
め
、
海
浜
運
動

公
園
東
側
エ
リ
ア
全
体
の
利
用

者
ニ
ー
ズ
、
各
種
目
の
競
技
人

口
、
改
修
コ
ス
ト
等
を
考
慮
し

た
上
で
計
画
に
反
映
さ
せ
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
経
て
改

修
基
本
計
画
を
策
定
し
て
い
き

ま
す
。 

問 

海
浜
球
場
と
神
之
池
野
球

場
に
、
早
急
に
ナ
イ
タ
ー
設
備

を
設
置
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

（
新
井
教
育
委
員
会
次
長
）
過

去
に
両
球
場
へ
の
ナ
イ
タ
ー
設

備
の
設
置
を
検
討
し
ま
し
た

が
、
コ
ス
ト
面
や
周
辺
環
境
へ

の
影
響
を
考
慮
し
断
念
し
た
経

緯
が
あ
り
ま
す
。
海
浜
球
場
に

つ
い
て
は
改
修
計
画
が
策
定
過

程
で
す
が
、
神
之
池
野
球
場
に

つ
い
て
は
ナ
イ
タ
ー
設
備
の
設

置
は
計
画
し
て
い
ま
せ
ん
。 

 

問 

既
存
の
球
場
が
改
修
に
耐

え
ら
れ
な
い
場
合
は
応
急
処
置

に
と
ど
め
、
ア
ク
セ
ス
の
良
い

場
所
に
新
た
に
野
球
場
を
新
設

す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

（
新
井
教
育
委
員
会
次
長
）
現

時
点
で
野
球
場
を
新
設
す
る
計

画
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
利
用
者

の
安
全
確
保
の
た
め
、
築
三
十

年
を
経
過
す
る
多
く
の
運
動
施

設
の
長
寿
命
化
や
機
能
更
新
を

図
り
、
利
用
者
ニ
ー
ズ
や
社
会

情
勢
等
を
踏
ま
え
、
適
切
な
ス

ポ
ー
ツ
環
境
の
整
備
を
行
い
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

      

問 

処
分
の
対
象
、
内
容
及
び

そ
の
根
拠
を
伺
い
た
い
。 

（
山
本
総
務
部
長
）
市
で
は
神

栖
市
職
員
懲
戒
基
準
を
設
け
て

お
り
、
職
員
が
違
反
行
為
や
非

行
、
服
務
規
程
に
反
す
る
行
為

を
行
っ
た
場
合
、
神
栖
市
職
員

分
限
懲
戒
審
査
委
員
会
を
開
催

し
て
審
査
し
ま
す
。
本
事
案
に

つ
い
て
は
、
地
方
税
法
等
の
調

査
、
研
究
が
不
十
分
で
あ
っ
た

た
め
に
法
解
釈
を
誤
り
、
市
議

会
や
市
民
に
対
し
混
乱
を
招
い

た
と
し
て
、
当
時
の
総
務
部
及

び
総
務
課
の
管
理
職
で
あ
っ
た

職
員
の
う
ち
三
名
を
対
象
と
し

て
審
査
し
ま
し
た
。
市
長
は
そ

の
審
査
結
果
報
告
書
を
受
け
、

対
象
職
員
三
名
に
対
し
、
懲
戒

処
分
で
は
な
い
訓
告
と
し
た
も

の
で
す
。 

  

問 

最
高
責
任
者
で
あ
る
市
長

の
責
任
は
ど
う
な
る
の
か
。 

（
山
本
総
務
部
長
）
神
栖
市
職

員
懲
戒
基
準
は
、
一
般
職
職
員

を
対
象
と
し
た
基
準
で
あ
り
、

特
別
職
で
あ
る
市
長
に
は
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。 

    

問 

退
職
し
た
職
員
の
再
任
用

の
基
準
を
伺
い
た
い
。 

（
山
本
総
務
部
長
）
再
任
用
の

基
準
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
の

人
事
評
価
の
結
果
、
勤
務
実
績

等
に
基
づ
く
能
力
実
証
を
経
て

行
っ
て
お
り
、
希
望
者
全
員
が

当
然
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
を
保

障
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

        

問 

同
じ
部
長
経
験
者
で
あ
っ

て
も
再
任
用
時
に
職
名
が
異
な

る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
理
由

を
伺
い
た
い
。 

（
山
本
総
務
部
長
）
再
任
用
職

員
の
職
の
位
置
付
け
に
つ
い
て

は
、
原
則
、
定
年
退
職
前
の
給

料
表
の
級
の
二
級
下
位
に
位
置

付
け
て
お
り
、
退
職
前
が
部
長

職
の
場
合
は
、
給
料
表
が
七
級

か
ら
五
級
と
な
り
ま
す
。
職
は

副
参
事
ま
た
は
主
査
と
な
り
、

と
も
に
給
料
表
は
五
級
で
す

が
、
副
参
事
は
、
特
に
命
じ
ら

れ
た
事
案
を
担
当
し
、
ま
た
管

理
職
と
し
て
、
課
長
や
課
長
補

佐
等
に
対
し
て
、
業
務
上
必
要

な
知
識
や
技
術
等
を
習
得
さ

せ
、
管
理
職
と
し
て
の
意
識
の

醸
成
を
図
る
な
ど
の
後
進
育
成

も
担
い
、
そ
の
職
責
か
ら
管
理

職
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
主

査
は
、
管
理
職
手
当
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
が
、
超
過
勤
務
時
に

は
時
間
外
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

す
。 

   

額賀 優 議員 

市
民
球
場
の
新
設
、
改
修
に

つ
い
て 

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
の
地
方
税
法
違
反
及
び

業
務
委
託
受
注
に
関
す
る
事

件
に
よ
る
職
員
の
処
分
に
つ

い
て 

再
任
用
職
員
の
採
用
基
準
に

つ
い
て 

録
画
配
信 

問
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問 

正
式
な
会
議
を
経
な
い
で

法
律
の
解
釈
を
変
更
し
た
理
由

を
伺
い
た
い
。 

（
山
本
総
務
部
長
）
令
和
三
年

第
二
回
定
例
会
直
前
で
あ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
正
式
な
会
議
等

は
開
催
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
県

か
ら
逐
条
解
説
や
実
務
提
要
な

ど
の
資
料
を
い
た
だ
き
、
ま
た

顧
問
弁
護
士
か
ら
助
言
を
い
た

だ
く
都
度
、
関
係
各
位
で
協

議
・
検
証
を
重
ね
、
最
終
的
な

統
一
見
解
の
決
定
に
至
り
ま
し

た
。 

   

問 

執
行
部
が
行
っ
た
協
議
・

検
証
を
会
議
と
言
う
の
で
は
な

い
か
。 

（
山
本
総
務
部
長
）
今
回
の
打

合
せ
等
に
つ
い
て
は
、
行
政
運

営
に
あ
た
り
例
規
等
に
基
づ
い

て
設
置
さ
れ
た
会
議
等
に
当
た

ら
ず
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
協

議
し
た
も
の
で
す
。 

 
問 
協
議
・
検
証
を
行
っ
た
関

係
各
位
と
は
誰
を
指
し
て
い
る

の
か
。 

（
山
本
総
務
部
長
）
総
務
課
、

総
務
部
、
副
市
長
、
市
長
等
で

す
。 

 

問 

会
議
の
経
緯
・
経
過
を
行

政
文
書
と
し
て
残
し
て
お
く
こ

と
の
規
定
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。 

（
山
本
総
務
部
長
）
例
規
等
に

基
づ
き
設
置
さ
れ
た
委
員
会
等

の
開
催
に
当
た
っ
て
は
会
議
の

日
時
や
場
所
、
発
言
内
容
等
を

ま
と
め
た
会
議
録
を
作
成
し
て

い
ま
す
が
、
全
て
に
お
い
て
必

ず
会
議
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な

い
の
で
、
会
議
の
主
催
者
や
事

務
局
等
が
例
規
等
に
会
議
録
作

成
の
規
定
が
あ
る
か
ど
う
か
を

基
に
判
断
を
し
て
い
ま
す
。
な

お
、
そ
う
し
た
規
定
が
な
い
場

合
は
、
同
様
の
会
議
に
お
け
る

会
議
録
作
成
の
例
や
協
議
内
容

の
審
議
段
階
を
鑑
み
、
適
宜
判

断
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

         
問 

本
来
、
自
治
六
法
を
中
心

に
行
政
運
営
を
進
め
る
べ
き
だ

と
思
う
が
、
逐
条
解
説
や
実
務

提
要
で
進
め
る
こ
と
に
つ
い
て

法
的
根
拠
を
伺
い
た
い
。 

（
山
本
総
務
部
長
）
逐
条
解
説

は
、
条
例
、
法
の
解
釈
の
参
考

と
す
る
た
め
の
も
の
で
、
そ
れ

を
基
に
市
と
し
て
判
断
を
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

問 

解
釈
の
変
更
に
つ
い
て
、

議
会
に
説
明
が
な
か
っ
た
理
由

を
伺
い
た
い
。 

（
山
本
総
務
部
長
）
令
和
三
年

第
二
回
定
例
会
で
も
ご
説
明
し

ま
し
た
が
、
解
釈
変
更
に
あ
た

り
、
当
時
、
総
務
課
と
議
会
事

務
局
で
そ
の
説
明
手
法
に
つ
い

て
調
整
し
、
そ
の
結
果
と
し
て

議
会
の
答
弁
の
中
で
お
伝
え
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
結
果

と
し
て
議
会
に
対
し
十
分
な
説

明
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お

わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

問 

今
後
、
議
会
に
対
し
て
正

式
に
改
め
て
説
明
す
る
予
定
は

あ
る
の
か
。 

（
山
本
総
務
部
長
）
指
摘
を
十

分
に
受
け
止
め
、
迅
速
か
つ
丁

寧
な
情
報
提
供
に
努
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

       

問 

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
の
元
委
員
が
私
を
含
む
四
人

の
議
員
に
対
し
て
起
こ
し
た
民

事
訴
訟
は
、
二
審
の
東
京
高
等

裁
判
所
で
、
私
た
ち
に
対
し
て

は
一
切
非
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
ず
、
一
審
の
私
た
ち
の
裁
判

費
用
も
元
委
員
が
負
担
す
る
と

し
て
結
審
し
た
が
、
令
和
五
年

第
三
回
定
例
会
に
お
い
て
、
市

長
は
「
裁
判
所
の
判
断
は
名
誉

棄
損
は
認
め
て
い
る
」
と
発
言

し
た
。
撤
回
と
謝
罪
を
求
め
、

市
長
の
所
見
を
伺
い
た
い
。 

（
石
田
市
長
）
今
ま
で
私
ど
も

も
全
て
の
文
章
を
読
み
上
げ
、

様
々
な
解
釈
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
中

で
、
神
栖
市
政
治
倫
理
審
査
会

に
よ
る
調
査
結
果
報
告
書
に
よ

れ
ば
、
第
一
審
及
び
第
二
審
の

い
ず
れ
の
判
決
に
お
い
て
も
、

議
員
レ
ポ
ー
ト
に
記
載
さ
れ
た

記
事
の
内
容
は
名
誉
棄
損
に
当

た
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
発
言
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

  

鈴木 康弘 議員 

地
方
税
法
第
四
百
二
十
五
条

第
二
項
の
問
題
に
つ
い
て 

録
画
配
信 

問

問

問

問

地
方
税
法
第
四
百
二
十
五
条

第
二
項
の
問
題
に
つ
い
て

問

問問

問

かみす市議会だより 2024年2月18日 10
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問

地
方
創
生
臨
時
交
付
金
に

つ
い
て
、
な
ぜ
市
の
交
付
金
額

が
近
隣
自
治
体
と
比
べ
て
少
な

い
の
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
同
交
付
金

の
交
付
限
度
額
の
算
定
に
は
、

人
口
や
事
業
所
数
、
財
政
力
指

数
が
基
礎
数
値
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
ま
す
。
当
市
は
人
口
や

事
業
所
数
が
近
隣
自
治
体
と
比

べ
て
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

財
政
力
指
数
が
高
い
た
め
、
交

付
金
額
が
低
く
算
定
さ
れ
て
お

り
、
不
利
な
状
況
と
な
っ
て
い

ま
す
。

問

国
が
行
う
低
所
得
者
世
帯

へ
の
七
万
円
給
付
に
、
市
と
し

て
上
乗
せ
給
付
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
制
度
上
は

可
能
で
す
が
、
対
象
者
を
低
所

得
者
世
帯
に
限
定
せ
ず
、
ど
の

よ
う
な
支
援
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
か
、
庁
内
に
お
い
て
検
討

し
、
他
自
治
体
の
動
向
等
を
踏

ま
え
、
必
要
に
応
じ
た
支
援
を

し
て
い
き
ま
す
。

問

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行

し
て
い
る
が
、
小
・
中
学
校
に

お
け
る
学
級
閉
鎖
の
状
況
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

（
佐
々
木
教
育
部
長
）
学
級
閉

鎖
の
数
は
、
小
・
中
学
校
を
合

わ
せ
た
通
常
学
級
数
二
百
五
十

の
う
ち
、
令
和
五
年
九
月
は
小

学
校
十
四
学
級
、
中
学
校
二
十

二
学
級
、
十
月
は
小
学
校
三
十

二
学
級
、
中
学
校
七
学
級
、
十

一
月
は
小
学
校
十
六
学
級
、
中

学
校
六
学
級
と
な
っ
て
い
ま

す
。

問

令
和
六
年
度
以
降
の
新
型

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
対
し

て
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ

ン
接
種
等
と
同
様
の
市
の
助
成

を
検
討
し
て
い
る
か
。

（
大
滝
健
康
増
進
部
長
）
国
に

お
い
て
、
具
体
的
な
ワ
ク
チ
ン

費
用
等
の
詳
細
が
決
定
さ
れ
次

第
、
検
討
し
対
応
し
て
い
き
ま

す
。

問

学
校
に
お
け
る
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
導
入
後
の
利
用
状
況
を

伺
い
た
い
。

（
佐
々
木
教
育
部
長
）
授
業
に

お
い
て
、
主
に
資
料
や
練
習
問

題
等
の
配
布
で
ペ
ー
パ
ー
レ
ス

化
が
実
現
し
て
お
り
、
児
童
生

徒
が
練
習
問
題
等
の
回
答
を
タ

ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
書
き
込
み
、

自
己
採
点
す
る
な
ど
、
習
熟
の

程
度
に
応
じ
た
学
習
を
進
め
て

い
る
ほ
か
、
学
校
行
事
や
生
徒

会
活
動
に
お
い
て
も
活
用
の
場

面
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

問

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
活
用

に
関
し
て
、
先
進
的
な
自
治
体

の
取
組
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し

て
い
る
か
。

（
佐
々
木
教
育
部
長
）
毎
年
、

教
職
員
を
対
象
と
し
た
先
進
校

視
察
を
行
っ
て
お
り
、
昨
年
度

は
、
大
学
・
企
業
・
学
校
等
が

一
体
と
な
っ
た
十
年
後
の
学
校

モ
デ
ル
の
構
築
を
目
指
し
て
い

る
小
学
校
を
視
察
し
、
今
年
度

は
、
生
成
Ａ
Ｉ
を
取
り
入
れ
た

授
業
を
実
施
し
て
い
る
学
校
を

視
察
す
る
予
定
で
、
先
進
的
な

自
治
体
の
取
組
を
参
考
に
、
本

市
に
合
っ
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

の
活
用
を
推
し
進
め
て
い
き
ま

す
。

問

火
災
対
応
に
使
用
さ
れ
る

ホ
ー
ス
格
納
箱
の
設
置
目
的
と

使
用
状
況
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。

（
風
間
生
活
環
境
部
長
）
消
防

団
員
が
迅
速
に
火
災
を
消
火
で

き
る
よ
う
、
地
下
式
消
火
栓
の

近
辺
に
設
置
し
て
い
ま
す
が
、

操
作
に
習
熟
の
な
い
方
が
取
り

扱
っ
た
場
合
、
重
大
な
事
故
に

繋
が
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
使
用
者
に
つ
い
て
は
消
防

団
員
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

ホ
ー
ス
格
納
箱
設
置
以
降
、
過

去
の
正
確
な
使
用
記
録
は
残
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
近
年
で
は
火

災
の
消
火
に
使
用
し
た
経
緯
は

あ
り
ま
せ
ん
。

問

地
区
住
民
の
初
期
消
火
対

策
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

（
風
間
生
活
環
境
部
長
）
住
民

の
皆
様
に
は
、
家
庭
に
設
置
し

て
い
る
消
火
器
や
水
バ
ケ
ツ
に

よ
る
初
期
消
火
は
も
ち
ろ
ん
重

要
で
す
が
、
ま
ず
自
分
の
身
を

第
一
に
守
る
こ
と
が
最
優
先
と

考
え
て
い
ま
す
。

神﨑 誠司 議員

神
栖
市
政
運
営
に
つ
い
て

録
画
配
信

神
栖
市
政
運
営
に
つ
い
て

問

問

問

問

問問

問

問

かみす市議会だより 第80号11
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問

波
崎
東
部
地
域
活
性
化
基

本
構
想
の
進
捗
状
況
を
伺
い
た

い
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
令
和
五
年

度
は
、
波
崎
東
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
、
は
さ
き
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
、
豊
ヶ
浜
運
動
公
園
周
辺

用
地
の
活
用
、
砂
丘
植
物
公
園

の
魅
力
向
上
を
中
心
に
、
関
係

団
体
の
代
表
者
等
で
構
成
す
る

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置

し
、
意
見
を
伺
い
な
が
ら
基
本

計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
市

営
住
宅
建
替
に
伴
う
活
用
可
能

用
地
に
つ
い
て
は
、
民
間
活
力

の
導
入
を
視
野
に
土
地
活
用
基

本
計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

問

波
崎
保
育
園
跡
地
等
の
波

崎
東
部
地
域
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ

ル
フ
場
を
整
備
で
き
な
い
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
波
崎
保
育

園
跡
地
は
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
場
の
整
備
用
地
と
し
て
は
手

狭
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
現

状
、
豊
ヶ
浜
運
動
公
園
や
利
根

公
園
等
を
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ

場
と
し
て
活
用
い
た
だ
い
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
基
本
構
想

に
も
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
の

整
備
は
取
り
入
れ
て
い
ま
せ

ん
。

問

現
在
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ

場
と
し
て
使
用
し
て
い
る
場
所

に
用
具
庫
を
設
置
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
公
園
整
備

の
中
で
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
運

行
会
社
と
運
営
会
社
は
別
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
事
業
の
運

営
に
つ
い
て
は
、
事
業
全
体
の

業
務
管
理
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

の
設
置
、
乗
り
合
い
オ
ン
デ
マ

ン
ド
交
通
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
た

タ
ク
シ
ー
会
社
へ
の
配
車
、
利

用
料
金
の
管
理
、
市
や
事
業
者

間
で
の
調
整
業
務
等
が
必
要
と

な
る
こ
と
か
ら
、
運
行
会
社
と

は
別
に
、
運
営
会
社
と
の
契
約

を
行
っ
て
い
ま
す
。

問

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
土

日
運
行
は
で
き
な
い
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
制
度
導
入

当
初
の
目
的
が
、
平
日
に
お
け

る
交
通
弱
者
等
の
移
動
手
段
提

供
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
土
日

を
運
休
と
し
、
平
日
運
行
と
し

て
い
ま
す
が
、
利
用
ニ
ー
ズ
や

費
用
対
効
果
等
を
踏
ま
え
、
土

日
の
運
行
に
つ
い
て
、
検
討
し

て
い
き
ま
す
。

問

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
銚

子
市
へ
の
運
行
の
考
え
は
な
い

か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
神
栖
市
地

域
公
共
交
通
計
画
に
お
い
て
、

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
は
市
内
を

運
行
エ
リ
ア
と
設
定
し
、
市
外

へ
の
移
動
は
路
線
バ
ス
を
利
用

す
る
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、

路
線
バ
ス
と
競
合
す
る
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
に
は
慎
重
な
議
論
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

問

息
栖
神
社
周
辺
拠
点
施
設

の
飲
食
店
の
規
模
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
神
栖
市
産

の
農
水
産
物
な
ど
地
場
食
材
を

活
用
し
た
メ
ニ
ュ
ー
の
提
供
を

検
討
し
て
い
る
二
階
の
飲
食
店

の
飲
食
ス
ペ
ー
ス
は
、
設
計
の

段
階
で
は
五
十
席
程
度
を
予
定

し
て
お
り
、
一
階
の
カ
フ
ェ
も

五
十
席
程
度
の
規
模
を
想
定
し

て
い
ま
す
。

問

観
光
客
が
息
栖
神
社
周
辺

だ
け
で
な
く
、
市
内
を
周
遊
で

き
る
コ
ー
ス
を
策
定
す
る
観
点

か
ら
、
波
崎
東
部
地
域
に
、
道

の
駅
等
の
家
族
連
れ
が
楽
し
め

る
総
合
施
設
を
設
置
す
る
構
想

は
な
い
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
道
の
駅
の

整
備
に
つ
い
て
は
、
ま
と
ま
っ

た
用
地
確
保
の
ほ
か
、
販
売
す

る
農
産
物
等
の
種
類
や
量
も
、

年
間
を
通
し
て
豊
富
に
必
要
と

な
り
ま
す
が
、
市
の
状
況
を
鑑

み
る
と
、
商
品
を
安
定
し
て
確

保
す
る
た
め
に
は
、
相
当
の
準

備
期
間
を
要
す
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
十
分
な
調
査
、
検
討
が
必

要
と
考
え
て
い
ま
す
。
市
と
し

て
は
、
現
在
整
備
予
定
の
息
栖

神
社
周
辺
拠
点
施
設
に
お
い

て
、
市
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
等
の

情
報
発
信
、
農
産
物
を
は
じ
め

と
す
る
特
産
品
の
販
売
等
を
行

い
、
市
の
魅
力
を
知
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
で
、
市
内
の
観
光
ス

ポ
ッ
ト
等
へ
の
周
遊
へ
誘
導
を

図
っ
て
い
き
ま
す
。

幸保 正東 議員

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

交
通
に
つ
い
て

観
光
に
つ
い
て

録
画
配
信

問 ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

問

問 問

問

問

観
光
に
つ
い
て

交
通
に
つ
い
て

問

問

かみす市議会だより 2024年2月18日 12
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問

経
済
的
な
不
平
等
さ
を
解

消
す
る
観
点
か
ら
、
市
外
の
中

学
校
へ
通
う
生
徒
を
対
象
と
し

た
給
食
費
助
成
制
度
を
創
設
す

る
考
え
は
な
い
か
。

（
新
井
教
育
委
員
会
次
長
）
市

外
中
学
校
に
本
人
や
家
族
が
志

望
し
、
通
学
し
て
い
る
状
況
で

あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校

設
置
者
が
経
済
的
支
援
策
と
し

て
進
め
る
べ
き
と
考
え
て
い
ま

す
が
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た

上
で
、
今
後
、
国
が
行
っ
て
い

る
学
校
給
食
費
無
償
化
に
向
け

た
実
態
調
査
や
県
内
市
町
村
の

動
向
を
注
視
し
て
い
き
ま
す
。

問

防
災
ア
リ
ー
ナ
へ
の
大
型

バ
ス
に
よ
る
学
校
水
泳
授
業
送

迎
時
の
バ
ス
待
機
場
と
乗
降
場

の
現
状
を
伺
い
た
い
。

（
新
井
教
育
委
員
会
次
長
）
令

和
五
年
十
一
月
上
旬
ま
で
は
、

東
側
駐
車
場
を
乗
降
場
と
し
て

い
ま
し
た
が
、
児
童
生
徒
の
安

全
面
、
バ
ス
待
機
場
の
確
保
の

た
め
、
現
在
は
ア
リ
ー
ナ
西
側

入
口
前
の
ロ
ー
タ
リ
ー
を
乗
降

場
と
し
、
バ
ス
待
機
場
は
西
側

駐
車
場
内
と
し
て
い
ま
す
。

問

公
園
来
訪
者
の
た
め
に
公

園
内
の
樹
木
へ
名
称
表
記
な
ど

を
行
っ
て
は
ど
う
か
。

（
藤
代
都
市
整
備
部
長
）
大
変

多
く
の
方
が
神
栖
中
央
公
園
を

利
用
し
て
い
る
た
め
、
よ
り
楽

し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
メ

イ
ン
と
な
る
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
沿

い
の
樹
木
等
で
名
称
表
記
の
設

置
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

問

定
期
修
理
時
の
実
施
企
業

に
対
し
て
、
ご
み
の
ポ
イ
捨
て

防
止
の
徹
底
を
呼
び
か
け
て
い

た
だ
き
た
い
。

（
風
間
生
活
環
境
部
長
）
ポ
イ

捨
て
に
関
す
る
苦
情
は
、
定
期

修
理
の
時
期
に
限
ら
ず
、
通
年

寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
企
業
へ
の

依
頼
文
等
に
よ
り
、
市
民
や
企

業
へ
、
ポ
イ
捨
て
防
止
の
呼
び

か
け
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

問

空
き
地
の
所
有
者
自
ら

が
、
除
草
作
業
が
で
き
ず
に
業

者
等
へ
委
託
す
る
場
合
の
補
助

制
度
創
設
の
考
え
は
な
い
か
。

（
風
間
生
活
環
境
部
長
）
あ
く

ま
で
も
空
き
地
の
管
理
は
、
土

地
所
有
者
等
の
責
任
に
お
い
て

適
正
に
管
理
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
遠
方
の
方
や
高
齢

者
、
金
銭
的
な
事
情
等
で
管
理

が
困
難
な
方
へ
の
補
助
制
度
に

つ
い
て
は
、
先
進
自
治
体
等
を

参
考
に
今
後
検
討
し
ま
す
。

問

新
た
な
ご
み
焼
却
施
設
建

設
に
伴
い
、
ご
み
の
分
別
方
法

が
具
体
的
に
ど
う
変
わ
る
の
か

伺
い
た
い
。

（
風
間
生
活
環
境
部
長
）
令
和

六
年
四
月
一
日
の
鹿
島
共
同
可

燃
ご
み
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
稼

働
に
伴
い
、
ご
み
を
固
形
燃
料

に
す
る
Ｒ
Ｄ
Ｆ
化
処
理
か
ら
、

直
接
焼
却
す
る
焼
却
処
理
に
変

更
と
な
る
た
め
、
現
在
不
燃
ご

み
に
分
類
し
て
い
る
、
ゴ
ム
や

ビ
ニ
ー
ル
類
、
縄
や
ロ
ー
プ
等

の
紐
状
の
も
の
等
が
可
燃
ご
み

に
変
更
に
な
り
ま
す
。

問

ご
み
の
分
別
方
法
変
更
に

関
す
る
住
民
説
明
会
を
、
高
齢

者
も
参
加
し
や
す
い
地
区
公
民

館
等
で
実
施
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

（
風
間
生
活
環
境
部
長
）
各
地

区
か
ら
地
元
の
公
民
館
で
説
明

を
実
施
し
て
ほ
し
い
と
要
望
が

あ
れ
ば
、
出
前
講
座
で
職
員
が

赴
き
、
対
応
す
る
予
定
で
す
。

問

保
健
・
福
祉
会
館
の
改
修

工
事
に
際
し
、
す
べ
て
の
利
用

者
に
優
し
い
設
備
に
な
る
よ

う
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
の

改
修
を
進
め
て
い
た
だ
き
た

い
。

（
日
高
福
祉
事
務
所
長
）
別
館

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
に
つ

い
て
は
、
主
に
車
椅
子
利
用
者

等
の
利
用
を
想
定
し
て
設
置
し

て
い
ま
す
が
、
お
む
つ
替
え

等
、
そ
の
他
の
目
的
の
設
備
に

つ
い
て
は
、
ス
ペ
ー
ス
の
都
合

上
、
設
置
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

本
館
に
つ
い
て
は
、
車
椅
子
で

の
利
用
、
子
ど
も
の
お
む
つ
替

え
用
の
ベ
ッ
ト
等
を
設
置
し
て

い
ま
す
が
、
ス
ト
ー
マ
を
装
着

さ
れ
て
い
る
オ
ス
ト
メ
イ
ト
の

方
の
設
備
は
設
置
し
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
現
在
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
ト
イ
レ
の
オ
ス
ト
メ
イ
ト

対
応
に
向
け
、
改
修
の
準
備
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

山本 実 議員

給
食
費
無
償
化
に
伴
う
市
外

通
学
者
へ
の
給
食
費
助
成
に

つ
い
て

防
災
公
園
内
の
環
境
整
備
に

つ
い
て

環
境
美
化
に
つ
い
て

ご
み
の
分
別
方
法
と
周
知
の

仕
方
に
つ
い
て

公
共
施
設
内
の
案
内
表
示
や

設
備
に
つ
い
て

録
画
配
信

ご
み
の
分
別
方
法
と
周
知

の
仕
方
に
つ
い
て

問

問問

問

問 防
災
公
園
内
の
環
境
整

備
に
つ
い
て

問

環
境
美
化
に
つ
い
て

公
共
施
設
内
の
案
内
表
示

や
設
備
に
つ
い
て

給
食
費
無
償
化
に
伴
う
市

外
通
学
者
へ
の
給
食
費
助

成
に
つ
い
て

問

 
             

問 

経
済
的
な
不
平
等
さ
を
解

消
す
る
観
点
か
ら
、
市
外
の
中

学
校
へ
通
う
生
徒
を
対
象
と
し

た
給
食
費
助
成
制
度
を
創
設
す

る
考
え
は
な
い
か
。 

（
新
井
教
育
委
員
会
次
長
）
市

外
中
学
校
に
本
人
や
家
族
が
志

望
し
、
通
学
し
て
い
る
状
況
で

あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校

設
置
者
が
経
済
的
支
援
策
と
し

て
進
め
る
べ
き
と
考
え
て
い
ま

す
が
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た

上
で
、
今
後
、
国
が
行
っ
て
い

る
学
校
給
食
費
無
償
化
に
向
け

た
実
態
調
査
や
県
内
市
町
村
の

動
向
を
注
視
し
て
い
き
ま
す
。 

   

問 

防
災
ア
リ
ー
ナ
へ
の
大
型

バ
ス
に
よ
る
学
校
水
泳
授
業
送

迎
時
の
バ
ス
待
機
場
と
乗
降
場

の
現
状
を
伺
い
た
い
。 

（
新
井
教
育
委
員
会
次
長
）
令

和
五
年
十
一
月
上
旬
ま
で
は
、

東
側
駐
車
場
を
乗
降
場
と
し
て

い
ま
し
た
が
、
児
童
生
徒
の
安

全
面
、
バ
ス
待
機
場
の
確
保
の

た
め
、
現
在
は
ア
リ
ー
ナ
西
側

入
口
前
の
ロ
ー
タ
リ
ー
を
乗
降

場
と
し
、
バ
ス
待
機
場
は
西
側

駐
車
場
内
と
し
て
い
ま
す
。 

 

問 

公
園
来
訪
者
の
た
め
に
公

園
内
の
樹
木
へ
名
称
表
記
な
ど

を
行
っ
て
は
ど
う
か
。 

（
藤
代
都
市
整
備
部
長
）
大
変

多
く
の
方
が
神
栖
中
央
公
園
を

利
用
し
て
い
る
た
め
、
よ
り
楽

し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
メ

イ
ン
と
な
る
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
沿

い
の
樹
木
等
で
名
称
表
記
の
設

置
を
進
め
て
い
き
ま
す
。 

  

   

問 

定
期
修
理
時
の
実
施
企
業

に
対
し
て
、
ご
み
の
ポ
イ
捨
て

防
止
の
徹
底
を
呼
び
か
け
て
い

た
だ
き
た
い
。 

（
風
間
生
活
環
境
部
長
）
ポ
イ

捨
て
に
関
す
る
苦
情
は
、
定
期

修
理
の
時
期
に
限
ら
ず
、
通
年

寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
企
業
へ
の

依
頼
文
等
に
よ
り
、
市
民
や
企

業
へ
、
ポ
イ
捨
て
防
止
の
呼
び

か
け
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

 

問 

空
き
地
の
所
有
者
自
ら

が
、
除
草
作
業
が
で
き
ず
に
業

者
等
へ
委
託
す
る
場
合
の
補
助

制
度
創
設
の
考
え
は
な
い
か
。 

（
風
間
生
活
環
境
部
長
）
あ
く

ま
で
も
空
き
地
の
管
理
は
、
土

地
所
有
者
等
の
責
任
に
お
い
て

適
正
に
管
理
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
遠
方
の
方
や
高
齢

者
、
金
銭
的
な
事
情
等
で
管
理

が
困
難
な
方
へ
の
補
助
制
度
に

つ
い
て
は
、
先
進
自
治
体
等
を

参
考
に
今
後
検
討
し
ま
す
。 

   

問 

新
た
な
ご
み
焼
却
施
設
建

設
に
伴
い
、
ご
み
の
分
別
方
法

が
具
体
的
に
ど
う
変
わ
る
の
か

伺
い
た
い
。 

（
風
間
生
活
環
境
部
長
）
令
和

六
年
四
月
一
日
の
鹿
島
共
同
可

燃
ご
み
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
稼

働
に
伴
い
、
ご
み
を
固
形
燃
料

に
す
る
Ｒ
Ｄ
Ｆ
化
処
理
か
ら
、

直
接
焼
却
す
る
焼
却
処
理
に
変

更
と
な
る
た
め
、
現
在
不
燃
ご

み
に
分
類
し
て
い
る
、
ゴ
ム
や

ビ
ニ
ー
ル
類
、
縄
や
ロ
ー
プ
等

の
紐
状
の
も
の
等
が
可
燃
ご
み

に
変
更
に
な
り
ま
す
。 

 

問 

ご
み
の
分
別
方
法
変
更
に

関
す
る
住
民
説
明
会
を
、
高
齢

者
も
参
加
し
や
す
い
地
区
公
民

館
等
で
実
施
し
て
い
た
だ
き
た

い
。 

（
風
間
生
活
環
境
部
長
）
各
地

区
か
ら
地
元
の
公
民
館
で
説
明

を
実
施
し
て
ほ
し
い
と
要
望
が

あ
れ
ば
、
出
前
講
座
で
職
員
が

赴
き
、
対
応
す
る
予
定
で
す
。 

   

問 

保
健
・
福
祉
会
館
の
改
修

工
事
に
際
し
、
す
べ
て
の
利
用

者
に
優
し
い
設
備
に
な
る
よ

う
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
の

改
修
を
進
め
て
い
た
だ
き
た

い
。 

（
日
高
福
祉
事
務
所
長
）
別
館

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
に
つ

い
て
は
、
主
に
車
椅
子
利
用
者

等
の
利
用
を
想
定
し
て
設
置
し

て
い
ま
す
が
、
お
む
つ
替
え

等
、
そ
の
他
の
目
的
の
設
備
に

つ
い
て
は
、
ス
ペ
ー
ス
の
都
合

上
、
設
置
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

本
館
に
つ
い
て
は
、
車
椅
子
で

の
利
用
、
子
ど
も
の
お
む
つ
替

え
用
の
ベ
ッ
ト
等
を
設
置
し
て

い
ま
す
が
、
ス
ト
ー
マ
を
装
着

さ
れ
て
い
る
オ
ス
ト
メ
イ
ト
の

方
の
設
備
は
設
置
し
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
現
在
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
ト
イ
レ
の
オ
ス
ト
メ
イ
ト

対
応
に
向
け
、
改
修
の
準
備
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

  

山本 実 議員 

給
食
費
無
償
化
に
伴
う
市
外

通
学
者
へ
の
給
食
費
助
成
に

つ
い
て 

防
災
公
園
内
の
環
境
整
備
に

つ
い
て 

環
境
美
化
に
つ
い
て 

ご
み
の
分
別
方
法
と
周
知
の

仕
方
に
つ
い
て 

公
共
施
設
内
の
案
内
表
示
や

設
備
に
つ
い
て 

録
画
配
信 

問

かみす市議会だより 第80号13



14

問

重
点
支
援
地
方
交
付
金
の

活
用
に
つ
い
て
、
物
価
高
の
中

市
民
生
活
の
助
け
と
な
る
施
策

を
希
望
す
る
が
、
市
の
考
え
は

ど
う
か
。

（
石
田
市
長
）
市
で
は
、
こ
れ

ま
で
住
民
税
均
等
割
非
課
税
世

帯
に
対
す
る
給
付
事
業
や
学
校

給
食
費
の
無
償
化
、
貨
物
運
送

業
者
や
水
産
業
協
同
組
合
、
水

産
加
工
事
業
者
へ
の
支
援
策
を

講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
今

後
、
当
市
に
割
り
当
て
ら
れ
た

交
付
限
度
額
を
効
果
的
に
活
用

で
き
る
制
度
を
検
討
し
、
適
切

な
執
行
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

問

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を

デ
ジ
タ
ル
化
し
、
紙
媒
体
と
併

用
し
て
提
供
し
て
は
ど
う
か
。

（
比
嘉
産
業
経
済
部
長
）
ク
ー

ポ
ン
券
を
電
子
化
す
る
こ
と

で
、
日
常
的
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
使
用
す
る
デ
ジ
タ
ル
世
代

の
市
民
や
換
金
作
業
が
不
要
と

な
る
事
業
者
に
と
り
利
便
性
の

向
上
が
見
込
ま
れ
る
一
方
、
双

方
の
ク
ー
ポ
ン
券
の
発
行
か
ら

換
金
ま
で
の
体
制
を
整
え
る
必

要
が
あ
り
、
事
務
的
費
用
が
紙

面
の
み
の
場
合
と
比
較
し
て

一
・
五
倍
か
ら
二
倍
程
度
に
増

加
す
る
と
い
っ
た
課
題
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
市
と
し
て
は
、
利

便
性
だ
け
で
は
な
く
、
高
齢
者

等
の
対
応
や
費
用
面
も
考
慮
し

て
事
業
の
手
法
を
検
討
し
て
い

き
ま
す
。

問

市
の
病
児
・
病
後
児
保
育

体
制
と
利
用
状
況
を
伺
い
た

い
。

（
日
高
福
祉
事
務
所
長
）
現

在
、
神
栖
済
生
会
病
院
と
白
十

字
保
育
園
の
二
カ
所
で
実
施
し

て
お
り
、
神
栖
済
生
会
病
院
で

は
、
病
児
・
病
後
児
保
育
に
対

応
し
、
白
十
字
保
育
園
で
は
、

病
後
児
保
育
に
対
応
し
て
い
ま

す
。
過
去
三
年
間
の
利
用
者
数

と
一
日
当
た
り
の
平
均
利
用
者

数
に
つ
い
て
は
、
神
栖
済
生
会

病
院
で
は
、
令
和
三
年
度
は
延

べ
百
五
十
九
人
、
一
日
平
均

○
・
七
人
、
四
年
度
は
延
べ
百

八
十
六
人
、
一
日
平
均
○
・
八

人
、
五
年
度
は
十
月
末
時
点
で

延
べ
百
六
十
五
人
、
一
日
平
均

一
・
一
人
で
す
。
白
十
字
保
育

園
で
は
、
三
年
度
は
延
べ
百
四

人
、
一
日
平
均
○
・
四
人
、
四

年
度
は
延
べ
百
十
三
人
、
一
日

平
均
○
・
五
人
、
五
年
度
は
十

月
末
時
点
で
延
べ
三
十
一
人
、

一
日
平
均
○
・
二
人
で
す
。

問

風
邪
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
流
行
期
に
も
十
分
受
入
れ
が

で
き
る
よ
う
、
利
用
定
員
の
増

員
や
新
規
施
設
の
開
設
は
で
き

な
い
か
。

（
日
高
福
祉
事
務
所
長
）
各
施

設
の
一
日
の
利
用
定
員
は
、
神

栖
済
生
会
病
院
が
五
人
、
白
十

字
保
育
園
が
三
人
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
利
用
実
績
を
上
回
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
提
供

体
制
に
よ
り
概
ね
ニ
ー
ズ
を
満

た
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す

が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感

染
症
の
流
行
期
に
は
隔
離
室
の

不
足
等
に
よ
り
、
利
用
定
員
に

満
た
な
い
場
合
で
も
キ
ャ
ン
セ

ル
待
ち
を
お
願
い
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、
病
児
・
病
後

児
保
育
施
設
の
定
員
増
に
つ
い

て
は
、
継
続
的
に
利
用
ニ
ー
ズ

を
把
握
し
、
適
正
な
提
供
体
制

の
確
保
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

問

例
え
ば
、
生
徒
手
帳
を
確

認
し
て
回
数
券
購
入
時
に
補
助

す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、
通

学
で
か
も
め
大
橋
を
利
用
せ
ざ

る
を
得
な
い
高
校
生
の
保
護
者

に
対
し
、
通
行
料
を
補
助
す
る

考
え
は
な
い
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
通
勤
や
通

学
、
通
院
な
ど
利
根
か
も
め
大

橋
の
利
用
目
的
は
様
々
で
、
通

学
目
的
で
通
行
す
る
保
護
者
の

み
通
行
料
を
支
援
す
る
こ
と
は

公
平
性
の
観
点
か
ら
慎
重
に
検

討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
仮
に
通
学
目
的
で
回
数
券

を
購
入
し
た
保
護
者
に
対
し
て

支
援
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
の

回
数
券
の
利
用
者
や
そ
の
通
行

目
的
を
通
学
に
限
定
で
き
な
い

な
ど
の
課
題
も
想
定
さ
れ
ま

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
公
平
・

公
正
な
制
度
と
し
て
、
通
学
目

的
で
利
根
か
も
め
大
橋
を
利
用

す
る
保
護
者
の
み
通
行
料
を
支

援
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

小野田トシ子議員

物
価
高
対
策
の
交
付
金
に
つ

い
て

神
栖
市
の
病
児
・
病
後
児
保

育
に
つ
い
て

か
も
め
大
橋
の
通
行
料
に
つ

い
て

録
画
配
信

問

問

問

問

問

か
も
め
大
橋
の
通
行
料

に
つ
い
て

物
価
高
対
策
の
交
付
金

に
つ
い
て

神
栖
市
の
病
児
・
病
後

児
保
育
に
つ
い
て

問

かみす市議会だより 2024年2月18日 14
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問

過
去
四
年
間
の
育
児
休
暇

の
取
得
率
を
伺
い
た
い
。

（
山
本
総
務
部
長
）
女
性
職
員

の
取
得
率
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
で

す
。
男
性
職
員
の
取
得
率
は
、

令
和
元
年
度
が
八
・
七
パ
ー
セ

ン
ト
、
二
年
度
が
二
十
七
・
三

パ
ー
セ
ン
ト
、
三
年
度
が
十

四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
年
度

が
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
。

問

男
性
職
員
の
育
児
休
暇
取

得
促
進
の
取
組
を
伺
い
た
い
。

（
山
本
総
務
部
長
）
育
児
休
暇

を
取
得
し
な
か
っ
た
男
性
職
員

に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

し
、
育
児
休
暇
取
得
に
対
す
る

意
識
・
実
態
を
把
握
す
る
と
と

も
に
、
イ
ク
ボ
ス
研
修
の
実
施

や
相
談
体
制
の
確
保
等
に
よ
り

職
場
全
体
で
理
解
で
き
る
環
境

を
整
え
る
な
ど
、
育
児
休
暇
を

取
得
し
や
す
い
体
制
づ
く
り
に

努
め
て
い
き
ま
す
。

問

つ
く
ば
市
で
は
、
市
内
民

間
企
業
に
お
い
て
男
性
社
員
が

育
児
休
業
を
取
得
し
た
場
合
に

助
成
金
を
交
付
す
る
取
組
を

行
っ
て
い
る
が
、
当
市
の
検

討
、
取
組
の
状
況
は
ど
う
か
。

（
比
嘉
産
業
経
済
部
長
）
当
市

で
は
同
様
の
事
業
は
実
施
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
今
後
、
国
・
県

の
動
向
を
注
視
し
、
様
々
な
観

点
か
ら
育
児
休
業
取
得
率
の
向

上
に
向
け
た
施
策
を
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
運
用

の
基
本
的
考
え
を
伺
い
た
い
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
日
常
生
活

に
お
い
て
移
動
手
段
を
持
た
な

い
高
齢
者
や
学
生
等
を
対
象
に

路
線
バ
ス
空
白
地
域
の
解
消
及

び
移
動
手
段
の
確
保
を
目
的
に

運
行
し
て
い
ま
す
。

問

現
状
の
運
用
に
対
し
、
問

題
点
や
苦
情
等
は
な
い
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
小
見
川
駅

及
び
下
総
橘
駅
へ
の
増
便
要
望

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
沿
線
地

区
外
か
ら
の
新
規
路
線
運
行
の

要
望
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

問

小
見
川
駅
の
鉄
道
ダ
イ
ヤ

に
合
わ
せ
て
十
八
時
台
に
発
着

す
る
バ
ス
の
増
便
を
検
討
で
き

な
い
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
現
在
、
車

両
二
台
で
四
路
線
運
行
し
て
い

る
状
況
で
、
佐
原
方
面
か
ら
の

鉄
道
ダ
イ
ヤ
に
合
わ
せ
た
細
か

な
増
便
は
困
難
で
す
。

問

部
活
動
地
域
移
行
の
現
状

を
伺
い
た
い
。

（
佐
々
木
教
育
部
長
）
モ
デ
ル

地
域
ク
ラ
ブ
の
実
証
を
進
め
て

お
り
、
神
栖
地
区
は
野
球
を
モ

デ
ル
と
し
、
十
二
月
二
日
に
初

回
の
練
習
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

波
崎
地
区
は
剣
道
を
モ
デ
ル
と

し
、
現
在
、
指
導
者
等
と
調
整

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

問

人
材
確
保
を
含
め
、
今
後

の
地
域
移
行
の
見
通
し
を
伺
い

た
い
。

（
佐
々
木
教
育
部
長
）
令
和
六

年
九
月
を
目
途
に
、
休
日
の
活

動
を
地
域
移
行
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
お
り
、
そ
の
後
は
、
平

日
を
含
め
た
地
域
移
行
を
検
討

し
て
い
き
ま
す
。
人
材
に
つ
い

て
は
、
指
導
者
に
必
要
な
要
素

や
認
証
・
評
価
制
度
等
を
検

討
・
整
理
し
、
ス
ポ
ー
ツ
協
会

や
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
、
各
企
業

等
に
公
表
す
る
こ
と
で
、
人
材

確
保
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

問

全
国
的
な
給
食
費
無
償
化

の
動
向
は
把
握
し
て
い
る
か
。

（
佐
々
木
教
育
部
長
）
全
国
的

に
給
食
費
を
無
償
化
す
る
自
治

体
が
増
え
て
き
て
お
り
、
全
体

の
約
三
割
に
あ
た
る
四
百
五
十

一
自
治
体
で
無
償
化
を
実
施
し

て
い
る
と
の
報
道
も
あ
り
ま

す
。
県
内
で
も
、
令
和
五
年
十

一
月
現
在
で
、
当
市
を
含
め
二

十
三
自
治
体
が
実
施
し
て
い
ま

す
。

問

令
和
五
年
第
一
回
定
例
会

で
当
市
議
会
が
採
択
し
た
「
学

校
給
食
費
の
無
償
化
を
求
め
る

請
願
書
」
の
請
願
趣
旨
を
理
解

し
、
六
年
四
月
か
ら
も
給
食
費

を
無
償
化
で
き
る
よ
う
予
算
措

置
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
石
田
市
長
）
恒
久
的
な
無
償

化
は
国
の
動
向
等
を
見
て
決
定

し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の

後
の
予
算
編
成
の
状
況
で
、
で

き
る
か
ど
う
か
精
査
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

佐々木義明 議員

育
児
休
暇
の
推
進
対
策

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
現
状

中
学
部
活
動
地
域
移
行

学
校
給
食
に
対
す
る
考
え

録
画
配
信

問

問 学
校
給
食
に
対
す
る

考
え

問

問

育
児
休
暇
の
推
進
対
策

問

中
学
部
活
動
地
域
移
行

問

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の

現
状

問問

問

問
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問

常
設
の
期
日
前
投
票
所
で

あ
る
神
栖
市
役
所
と
波
崎
総
合

支
所
は
遠
距
離
の
た
め
、
中
間

に
も
う
一
カ
所
、
常
設
の
投
票

所
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

（
山
本
総
務
部
長
）
こ
れ
ま
で

市
議
会
議
員
一
般
選
挙
以
外
で

は
臨
時
の
期
日
前
投
票
所
も
開

設
し
ま
し
た
が
、
常
設
の
期
日

前
投
票
所
の
増
設
は
、
厳
正
な

運
営
の
た
め
選
挙
に
精
通
し
た

職
員
を
常
に
配
置
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
か
ら
難
し
い
も

の
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
有
権
者
の
利
便
性
の

向
上
に
効
果
が
あ
り
、
投
票
環

境
の
向
上
を
図
る
上
で
有
効
な

手
段
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま

す
の
で
、
令
和
六
年
二
月
四
日

執
行
予
定
の
市
議
会
議
員
選
挙

で
は
、
常
設
の
二
カ
所
に
加

え
、
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
で

は
初
め
て
若
松
公
民
館
に
臨
時

の
期
日
前
投
票
所
を
開
設
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

問

線
状
降
水
帯
発
生
時
の
市

の
対
応
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

（
風
間
生
活
環
境
部
長
）
発
生

が
予
想
さ
れ
た
時
点
で
警
戒
体

制
を
取
り
、
洪
水
警
報
や
土
砂

災
害
警
戒
情
報
、
河
川
の
水
位

を
考
慮
し
、
危
険
な
場
所
に
住

ん
で
い
る
方
へ
警
戒
レ
ベ
ル
三

「
高
齢
者
等
避
難
」
や
警
戒
レ

ベ
ル
四
「
避
難
指
示
」
を
発
令

し
ま
す
。
線
状
降
水
帯
が
発
生

し
、
市
内
に
被
害
が
発
生
し
た

場
合
に
は
警
戒
レ
ベ
ル
五
「
緊

急
安
全
確
保
」
を
発
令
し
、
直

ち
に
安
全
な
場
所
で
命
を
守
る

行
動
を
取
る
よ
う
呼
び
か
け
ま

す
。

問

令
和
五
年
第
二
回
定
例
会

に
お
け
る
須
田
光
一
議
員
の
北

公
共
埠
頭
一
号
雨
水
幹
線
の
一

連
の
区
間
の
使
用
開
始
時
期
の

質
問
に
対
し
、
「
放
流
渠
整
備

完
了
後
の
令
和
六
年
度
早
々
を

予
定
し
て
い
る
」
と
の
答
弁
が

あ
っ
た
が
、
予
定
ど
お
り
放
流

は
開
始
さ
れ
る
の
か
。

（
石
田
市
長
）
現
在
は
、
最
下

流
部
と
な
る
ポ
ン
プ
場
建
設
予

定
地
か
ら
北
航
路
ま
で
の
放
流

渠
整
備
工
事
を
三
年
度
か
ら
進

め
て
お
り
、
工
事
が
完
了
す
る

六
年
度
早
々
に
全
線
供
用
開
始

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

問

高
齢
者
の
見
守
り
を
含
め

た
ご
み
出
し
支
援
が
で
き
な
い

か
。

（
日
高
福
祉
事
務
所
長
）
今

後
、
ご
み
出
し
の
支
援
が
必
要

な
高
齢
者
等
が
増
加
す
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
環
境
省
の
高
齢
者

ご
み
出
し
支
援
制
度
導
入
の
手

引
や
他
市
町
村
の
事
例
を
参
考

に
、
廃
棄
物
部
局
と
福
祉
部
局

が
連
携
し
、
個
別
収
集
の
際
に

高
齢
者
へ
の
声
か
け
に
よ
る
安

否
確
認
等
を
含
め
た
ご
み
出
し

支
援
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
き
ま
す
。

問

六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者

へ
自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

購
入
費
の
補
助
を
お
願
い
し
た

い
。

（
風
間
生
活
環
境
部
長
）
令
和

五
年
十
月
一
日
よ
り
高
校
生
相

当
の
方
を
対
象
に
補
助
金
制
度

を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

今
後
は
高
齢
者
に
つ
い
て
も
前

向
き
に
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問

帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
の
接

種
費
用
を
伺
い
た
い
。

（
大
滝
健
康
増
進
部
長
）
一
回

接
種
の
生
ワ
ク
チ
ン
、
ビ
ケ
ン

を
全
額
自
己
負
担
で
接
種
す
る

場
合
は
八
千
五
百
円
か
ら
一
万

円
程
度
、
不
活
化
ワ
ク
チ
ン
、

シ
ン
グ
リ
ッ
ク
ス
の
場
合
は
一

回
当
た
り
二
万
円
以
上
で
二
回

接
種
が
必
要
な
た
め
、
合
計
四

万
円
以
上
で
す
。

問

接
種
費
用
の
助
成
に
対
す

る
市
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

（
大
滝
健
康
増
進
部
長
）
国
の

厚
生
科
学
審
議
会
に
お
い
て
、

期
待
さ
れ
る
効
果
や
導
入
年
齢

等
に
つ
い
て
定
期
接
種
化
に
向

け
た
審
議
が
継
続
さ
れ
て
い
る

た
め
、
今
後
も
国
等
の
動
向
を

注
視
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

西山 正司 議員

投
票
率
向
上
の
対
策
に
つ
い

て

防
災
体
制
強
化
に
つ
い
て

高
齢
者
等
の
支
援
に
つ
い
て

帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
補
助
に

つ
い
て

録
画
配
信

問 投
票
率
向
上
の
対
策
に

つ
い
て

問

高
齢
者
等
の
支
援
に

つ
い
て

問

問

問

問

防
災
体
制
強
化
に
つ
い
て

帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
補

助
に
つ
い
て

問
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問

民
間
委
託
先
の
従
業
員
に

市
民
が
多
い
こ
と
で
、
市
民
の

負
担
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。

（
山
本
総
務
部
長
）
民
間
委
託

は
、
経
費
の
削
減
だ
け
で
は
な

く
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と

と
も
に
民
間
企
業
の
活
性
化
に

よ
る
雇
用
・
就
労
の
機
会
の
創

出
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、

市
民
の
負
担
に
つ
な
が
る
も
の

で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

公
共
施
設
の
修
理
代
や
維

持
費
な
ど
に
多
額
の
費
用
が
か

か
る
中
、
新
規
建
設
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
修
繕
に
つ

い
て
は
、
各
施
設
に
お
い
て
策

定
し
た
長
寿
命
化
計
画
に
基
づ

き
、
適
切
な
維
持
管
理
を
進
め

て
い
く
こ
と
で
、
費
用
負
担
の

平
準
化
や
縮
減
に
取
り
組
み
な

が
ら
、
で
き
る
限
り
市
民
が
不

便
な
く
施
設
を
利
用
で
き
る
よ

う
努
め
て
い
き
ま
す
。
一
方
、

新
規
建
設
を
伴
う
事
業
に
つ
い

て
は
、
市
民
ニ
ー
ズ
や
社
会
情

勢
の
変
化
に
よ
り
必
要
と
な
る

も
の
、
ま
た
市
の
施
策
を
進
め

る
上
で
必
要
な
施
設
な
ど
に
つ

い
て
は
、
今
後
も
進
め
て
い
く

べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

の
際
は
、
市
の
財
政
負
担
を
減

ら
せ
る
方
法
を
調
査
、
研
究
し

つ
つ
、
必
要
と
な
る
事
業
を
進

め
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
き
ま

す
。

問

低
所
得
者
の
住
宅
に
関
す

る
長
期
的
な
展
望
と
緊
急
対
策

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

（
藤
代
都
市
整
備
部
長
）
長
期

的
な
対
策
と
し
て
、
市
営
住
宅

に
つ
い
て
は
、
神
栖
地
区
に
海

浜
住
宅
が
百
十
四
戸
、
波
崎
地

区
に
豊
ヶ
崎
住
宅
が
二
十
二
戸

あ
り
、
ま
た
、
波
崎
東
部
地
区

に
新
た
に
五
十
戸
を
建
設
中

で
、
完
成
後
は
百
八
十
六
戸
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
土
合
地
区

の
県
営
住
宅
二
百
十
戸
と
併
せ

る
と
市
内
に
三
百
九
十
六
戸
の

公
営
住
宅
が
供
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
緊
急
的
な
対
策

と
し
て
は
、
大
規
模
な
災
害
等

を
除
き
、
現
在
の
と
こ
ろ
事
業

と
し
て
実
施
す
る
計
画
は
あ
り

ま
せ
ん
。

問

立
地
企
業
が
緑
を
増
や
す

た
め
に
、
市
は
ど
の
よ
う
に
指

導
、
援
助
し
て
い
る
の
か
。

（
石
田
市
長
）
工
場
緑
地
に
関

し
て
は
、
工
場
立
地
法
の
ほ
か

に
、
当
市
と
立
地
企
業
、
茨
城

県
、
鹿
嶋
市
の
四
者
に
よ
り
締

結
し
て
い
る
公
害
防
止
協
定
に

お
い
て
も
、
緑
地
の
保
全
に
つ

い
て
定
め
、
事
業
上
必
要
な
場

合
以
外
は
緑
地
の
削
減
は
行
わ

ず
、
従
前
の
ま
ま
適
正
に
保
全

管
理
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
市
で
は

企
業
に
協
力
い
た
だ
き
、
緑
地

保
全
に
関
す
る
協
働
事
業
を
展

開
し
て
お
り
、
海
岸
防
災
林
の

保
全
活
動
と
し
て
の
植
樹
や
保

全
活
動
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
神
栖

市
美
化
運
動
推
進
連
絡
協
議
会

に
よ
る
白
砂
青
松
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
お
い
て
松
の
苗
木
の
寄
贈

と
社
員
の
皆
様
に
植
樹
に
協
力

い
た
だ
く
な
ど
、
市
内
の
緑
の

保
全
を
含
め
様
々
な
取
組
を
い

た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

問

鹿
島
都
市
開
発
株
式
会
社

で
働
く
従
業
員
は
何
人
で
今
後

身
分
の
保
障
は
さ
れ
る
の
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
令
和
五
年

四
月
現
在
、
従
業
員
数
は
三
百

八
人
、
う
ち
ホ
テ
ル
部
門
で
は

九
十
五
人
が
勤
務
し
て
い
る
と

の
こ
と
で
、
県
公
表
の
公
募
概

要
の
基
本
条
件
に
お
い
て
は
、

既
存
従
業
員
の
う
ち
引
き
続
き

就
労
を
希
望
す
る
者
を
継
続
し

て
雇
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

問

市
の
財
政
に
は
ど
の
よ
う

な
影
響
が
想
定
さ
れ
る
か
。

（
出
沼
企
画
部
長
）
県
が
所
有

す
る
土
地
が
民
間
へ
譲
渡
さ
れ

る
と
固
定
資
産
税
が
課
税
さ

れ
、
市
税
の
増
収
に
つ
な
が
っ

て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
ホ
テ
ル

が
民
間
へ
譲
渡
さ
れ
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
す
る
際
に
は
、
新
た
な
設

備
投
資
が
な
さ
れ
、
固
定
資
産

税
の
増
収
に
つ
な
が
る
も
の
と

考
え
て
い
ま
す
。

関口 正司 議員

三
十
年
を
ふ
り
か
え
り

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

緑
の
復
元

鹿
島
セ
ン
ト
ラ
ル
ホ
テ
ル
売

却

録
画
配
信

三
十
年
を
ふ
り
か
え
り

問

緑
の
復
元

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

問

問

問

問 鹿
島
セ
ン
ト
ラ
ル
ホ
テ

ル
売
却

問

かみす市議会だより 第80号17



18

問

未
来
に
向
け
た
子
育
て
支

援
の
理
念
と
方
向
性
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

（
石
田
市
長
）
第
三
次
神
栖
市

総
合
計
画
に
お
い
て
、
子
育
て

日
本
一
を
掲
げ
、
安
心
し
て
妊

娠
・
出
産
・
子
育
て
が
で
き
る

環
境
を
つ
く
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
ま
す
。
今
後
、
市
民

ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
教
育
・
保

育
及
び
子
育
て
支
援
を
さ
ら
に

充
実
さ
せ
、
こ
れ
か
ら
の
社
会

を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
安
心
し

て
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
環
境

を
整
備
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

問

児
童
生
徒
の
「
生
き
る

力
」
を
育
む
た
め
、
今
後
、
学

校
現
場
で
は
、
ど
の
よ
う
な
学

習
に
取
り
組
む
の
か
。

（
木
之
内
教
育
長
）
小
学
校
か

ら
高
等
学
校
ま
で
系
統
性
の
あ

る
キ
ャ
リ
ア
教
育
や
地
域
で
の

体
験
的
な
学
習
を
通
じ
て
、
児

童
生
徒
の
「
生
き
る
力
」
を
育

ん
で
い
き
ま
す
。
ま
た
、
普
段

の
授
業
に
「
協
働
的
な
学
習
」

を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
効
果
的

で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
校
内

研
修
や
授
業
改
善
の
推
進
に
よ

る
教
員
の
資
質
向
上
に
努
め
、

「
協
働
的
な
学
習
」
を
大
切
に

し
た
授
業
展
開
を
行
う
こ
と

で
、
児
童
生
徒
の
「
生
き
る

力
」
を
育
ん
で
い
き
ま
す
。

問

不
登
校
の
児
童
生
徒
数
と

学
校
で
の
対
応
を
伺
い
た
い
。

（
木
之
内
教
育
長
）
令
和
三
年

度
は
二
百
七
十
六
人
、
四
年
度

は
四
百
五
人
、
五
年
度
は
十
月

末
現
在
で
二
百
十
人
で
す
。
不

登
校
児
童
生
徒
へ
の
支
援
と
し

て
、
悩
み
相
談
な
ど
本
人
の
気

持
ち
に
寄
り
添
う
体
制
を
取

り
、
そ
れ
で
も
休
み
が
ち
な
児

童
生
徒
に
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
学

習
や
家
庭
訪
問
、
電
話
連
絡
な

ど
学
校
と
の
繋
が
り
が
切
れ
な

い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

問

発
達
障
害
な
ど
の
支
援
を

要
す
る
児
童
生
徒
の
人
数
と
各

校
の
担
任
教
員
を
補
助
す
る
職

員
の
配
置
状
況
を
伺
い
た
い
。

（
佐
々
木
教
育
部
長
）
特
別
支

援
学
級
に
在
籍
し
て
い
る
児
童

生
徒
は
四
百
九
十
四
人
で
、
全

員
に
介
助
が
必
要
と
は
限
り
ま

せ
ん
が
、
介
助
員
に
つ
い
て

は
、
市
内
全
て
の
小
中
学
校
に

配
置
し
て
お
り
、
人
数
は
、
小

学
校
七
十
人
、
中
学
校
十
五
人

の
計
八
十
五
人
で
す
。

問

高
齢
者
が
元
気
に
長
生
き

す
る
た
め
の
重
要
課
題
は
何

か
、
市
の
考
え
を
伺
う
。

（
高
安
福
祉
部
長
）
現
在
「
高

齢
者
が
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る

地
域
を
と
も
に
創
る
ま
ち
」
を

基
本
理
念
と
し
た
神
栖
市
高
齢

者
福
祉
計
画
・
第
九
期
介
護
保

険
事
業
計
画
を
策
定
し
、
健
康

と
生
き
が
い
づ
く
り
に
よ
る
介

護
予
防
の
推
進
、
安
全
・
安
心

な
暮
ら
し
の
確
保
、
地
域
に
お

け
る
包
括
的
な
支
援
体
制
の
強

化
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充

実
の
四
つ
の
基
本
目
標
を
柱
に

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深

化
・
推
進
に
継
続
し
て
取
り
組

む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

問

高
齢
者
の
居
場
所
づ
く
り

や
活
動
に
つ
い
て
、
市
の
取
組

を
伺
い
た
い
。

（
高
安
福
祉
部
長
）
高
齢
者
生

き
が
い
講
座
や
い
こ
い
こ
か
み

す
な
ど
の
居
場
所
づ
く
り
事

業
、
シ
ル
バ
ー
リ
ハ
ビ
リ
体
操

や
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
活
動
支
援
な

ど
の
社
会
参
加
の
場
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、

地
域
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養

成
を
行
い
、
地
域
の
支
え
合
い

体
制
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

問

障
が
い
者
支
援
の
理
念
と

方
向
性
を
伺
い
た
い
。

（
高
安
福
祉
部
長
）
「
地
域
で

と
も
に
暮
ら
せ
る
安
全
で
安
心

の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」
を
基
本

理
念
に
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
推
進
や
地
域
で
と
も
に
支

え
合
う
体
制
の
整
備
な
ど
を
目

標
と
し
て
障
が
い
者
支
援
に
取

り
組
ん
で
お
り
、
住
み
慣
れ
た

地
域
で
障
が
い
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
全
て
の
人
が
一
緒
に
暮
ら

せ
る
よ
う
安
全
・
安
心
な
ま
ち

づ
く
り
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

佐藤 節子 議員

神
栖
市
の
未
来
の
子
育
て
支

援
に
つ
い
て

神
栖
市
の
未
来
に
向
け
て
の

教
育
に
つ
い
て

神
栖
市
の
未
来
の
福
祉
の
あ

り
方
に
つ
い
て

録
画
配
信

神
栖
市
の
未
来
に
向
け

て
の
教
育
に
つ
い
て

問 神
栖
市
の
未
来
の
子
育

て
支
援
に
つ
い
て

問

問

神
栖
市
の
未
来
の
福
祉

の
あ
り
方
に
つ
い
て

問

問問

問
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〔
議
案
第
四
号
〕

問

神
栖
市
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス

指
数
を
伺
い
た
い
。

答

令
和
五
年
度
は
九
十
五
・

九
で
す
。

〔
議
案
第
二
十
一
号
〕

問

事
故
発
生
時
、
相
手
方
車

両
に
人
は
乗
っ
て
い
た
の
か
。

答

運
転
手
一
人
、
同
乗
者
一

人
の
計
二
人
が
乗
っ
て
い
ま
し

た
が
、
怪
我
人
は
い
ま
せ
ん
で

し
た
。

問

公
用
車
の
事
故
は
一
年
間

に
何
件
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
人

身
事
故
は
何
件
あ
る
の
か
。

答

令
和
五
年
度
は
十
一
月
末

現
在
で
十
四
件
あ
り
、
い
ず
れ

も
物
損
扱
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

〔
議
案
第
二
十
三
号
〕

問

国
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
動
き

に
対
し
て
、
市
は
対
応
で
き
て

い
る
の
か
。

答

Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
に
基
づ
き
、

文
書
管
理
の
電
子
化
や
電
子
決

済
の
導
入
等
、
現
在
庁
内
で
協

議
し
な
が
ら
導
入
に
向
け
て
取

り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

〔
議
案
第
六
号
〕

問

制
度
実
施
に
伴
う
財
源
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

答

減
額
す
る
こ
と
と
な
る
国

民
健
康
保
険
税
の
総
額
に
対

し
、
国
が
二
分
の
一
、
県
が
四

分
の
一
、
市
が
四
分
の
一
を
そ

れ
ぞ
れ
負
担
し
、
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
へ
繰
り
入
れ
る
も

の
で
す
。

問

今
後
の
対
象
人
数
の
見
込

み
を
伺
い
た
い
。

答

過
去
三
年
間
の
出
産
育
児

一
時
金
の
支
給
件
数
を
基
に
、

年
間
六
十
人
か
ら
七
十
人
程
度

を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

〔
議
案
第
十
九
号
〕

問

市
内
の
業
者
で
適
任
者
は

い
な
か
っ
た
の
か
。

答

応
募
者
は
、
今
回
指
定
管

理
者
と
し
て
上
程
し
て
い
る
一

法
人
で
あ
り
、
当
該
法
人
の
事

業
所
の
所
在
地
は
潮
来
市
で
す

が
、
平
成
二
十
三
年
四
月
か
ら

神
栖
市
内
に
お
い
て
、
就
労
継

続
支
援
Ｂ
型
事
業
や
短
期
入
所

事
業
等
、
複
数
の
事
業
所
の
運

営
実
績
が
あ
り
、
地
域
活
動
に

も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

指
定
管
理
者
の
収
益
に
損

失
が
発
生
し
た
場
合
の
対
策
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

答

事
業
の
状
況
を
踏
ま
え
、

今
回
、
施
設
管
理
費
や
送
迎
車

両
の
維
持
管
理
費
等
に
つ
い
て

見
直
し
を
行
い
、
指
定
管
理
者

の
負
担
軽
減
に
努
め
ま
し
た
が
、

赤
字
を
補
填
す
る
よ
う
な
協
定

内
容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〔
議
案
第
二
十
号
〕

問

施
設
の
利
用
者
数
を
伺
い

た
い
。

答

令
和
五
年
十
一
月
一
日
現

在
の
契
約
数
は
、
生
活
介
護
が

八
人
、
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
が

十
七
人
で
す
。

〔
議
案
第
七
号
〕

問

こ
の
条
例
改
正
に
よ
り
、

何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の

か
。

答

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
自

身
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
電
子

証
明
書
を
搭
載
す
る
こ
と
で
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
参

し
な
く
て
も
、
当
該
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
用
い
て
印
鑑
登
録
証

明
書
を
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ

ス
で
取
得
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
り
ま
す
。

本
会
議
に
お
い
て
二
十
六
件
の
議
案
等
が
所
管
の
常

任
委
員
会
に
審
査
付
託
と
な
り
ま
し
た
。
慎
重
審
査
の

結
果
、
最
終
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
二
十
四
件
の
議

案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
に
、
請
願
第
四

号
は
継
続
審
査
す
べ
き
も
の
に
、
請
願
第
五
号
は
採
択

す
べ
き
も
の
と
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
で
の
主
な
質
疑
内
容

◆
都
市
環
境
委
員
会

（
額
賀

優

委
員
長
）

◆
教
育
福
祉
委
員
会

（
石
井

由
春

委
員
長
）

◆
総
務
産
業
委
員
会

（
境
川

幸
雄

委
員
長
）

問答

問答
委
員
会
で
の
主
な
質
疑
内
容

　
本
会
議
に
お
い
て
二
十
六
件
の
議
案
等
が
所
管
の
常
任
委

員
会
に
審
査
付
託
と
な
り
ま
し
た
。
慎
重
審
査
の
結
果
、
最

終
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
二
十
四
件
の
議
案
は
原
案
の
と

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
に
、
請
願
第
四
号
は
継
続
審
査
す
べ

き
も
の
に
、
請
願
第
五
号
は
採
択
す
べ
き
も
の
と
報
告
さ
れ

ま
し
た
。

問答問答

問答問答

問答問答

答問

問答
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問

携
帯
端
末
の
ア
イ
フ
ォ
ン

に
も
電
子
証
明
書
を
搭
載
で
き

る
の
か
。

答

現
状
で
は
、
電
子
証
明
書

を
搭
載
で
き
る
携
帯
端
末
は
ア

ン
ド
ロ
イ
ド
の
み
で
す
。

〔
議
案
第
十
号
〕

問

会
計
年
度
任
用
職
員
に
支

給
す
る
勤
勉
手
当
と
は
ど
の
程

度
か
。

答

標
準
的
な
金
額
と
し
て
、

一
人
あ
た
り
、
年
間
約
三
十
万

円
で
す
。

〔
議
案
第
十
七
号
〕

問

二
千
万
円
以
上
の
車
両
と

の
こ
と
だ
が
、
新
た
に
装
備
品

等
を
導
入
す
る
の
か
。

答

車
両
本
体
や
装
備
品
等
の

価
格
高
騰
に
よ
り
二
千
万
円
以

上
の
車
両
価
格
と
な
っ
た
も
の

で
、
新
た
に
装
備
品
等
を
導
入

す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
の
形
態
で
す
。

問

ど
の
程
度
価
格
が
高
騰
し

た
の
か
。

答

約
七
百
万
円
で
す
。

〔
議
案
第
十
八
号
〕

問

当
該
廃
止
路
線
は
、
地
権

者
か
ら
申
し
出
が
あ
っ
た
も
の

か
。

答

地
権
者
か
ら
の
申
し
出
に

よ
り
現
地
確
認
し
、
一
般
の
用

に
供
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
廃

止
と
す
る
も
の
で
す
。

〔
議
案
第
二
十
二
号
〕

問

当
該
地
は
保
安
林
だ
が
、

保
安
林
の
解
除
に
あ
た
り
現
況

回
復
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
か
。

答

県
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

保
安
林
が
道
路
に
か
か
っ
て
い

る
場
合
は
、
道
路
部
分
を
測
量

し
て
、
道
路
部
分
の
み
速
や
か

に
解
除
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

の
こ
と
で
、
現
況
回
復
を
求
め

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。

◆
総
務
産
業
分
科
会

〔
議
案
第
十
一
号
〕

問

息
栖
神
社
周
辺
拠
点
施
設

整
備
に
つ
い
て
、
令
和
六
年
度

工
事
着
工
の
予
定
だ
っ
た
が
、

五
年
度
の
補
正
予
算
で
前
倒
し

す
る
理
由
を
伺
い
た
い
。

答

国
の
交
付
金
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
、
工
期
の
適
正
な
確

保
等
の
観
点
か
ら
、
前
年
度
か

ら
事
前
準
備
を
行
う
必
要
が
あ

る
た
め
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

補
正
予
算
を
提
出
し
ま
し
た
。

問

国
の
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市

国
家
構
想
交
付
金
の
補
助
率
は

二
分
の
一
だ
が
、
残
額
の
約
三

億
四
千
万
円
は
ど
の
よ
う
な
予

算
措
置
を
考
え
て
い
る
の
か
。

答

市
債
を
適
用
す
る
と
い
う

こ
と
で
、
庁
内
で
調
整
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

問

息
栖
地
区
の
住
民
に
対
し

て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
を
得
な

が
ら
事
業
を
進
め
て
き
た
の

か
。

答

令
和
三
年
度
に
住
民
の
方

を
含
め
て
意
見
を
聞
き
な
が
ら

基
本
計
画
を
策
定
し
、
四
年
度

に
は
基
本
設
計
着
手
に
際
し

て
、
説
明
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
通
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

い
、
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
感

を
含
め
て
丁
寧
に
説
明
を
し
て

き
ま
し
た
。

問

拠
点
施
設
整
備
の
事
業
効

果
と
し
て
、
参
拝
者
が
ど
の
く

ら
い
増
え
る
と
見
込
ん
で
い
る

の
か
。

答

令
和
四
年
の
年
間
参
拝
者

で
あ
る
約
二
十
万
人
の
来
客
を

想
定
し
て
設
計
し
て
い
ま
す

が
、
来
年
度
の
指
定
管
理
者
の

公
募
に
先
立
ち
、
よ
り
精
緻
な

来
客
の
想
定
に
つ
い
て
現
在
調

査
中
で
す
。

問

ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品

の
発
掘
に
つ
い
て
、
市
職
員
だ

け
で
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
の
で

は
な
く
、
市
内
の
小
・
中
学
生

や
高
校
生
か
ら
返
礼
品
の
提
案

を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
手
法

は
検
討
し
て
い
な
い
の
か
。

答

我
々
が
思
い
も
よ
ら
な
い

よ
う
な
資
源
や
ア
イ
デ
ア
を
提

案
し
て
い
た
だ
け
る
可
能
性
が

十
分
考
え
ら
れ
る
た
め
今
後
検

討
し
ま
す
。

◆
予
算
決
算
常
任
委
員
会

（
髙
橋

佑
至

委
員
長
）

 

 

問 

携
帯
端
末
の
ア
イ
フ
ォ
ン

に
も
電
子
証
明
書
を
搭
載
で
き

る
の
か
。 

答 
現
状
で
は
、
電
子
証
明
書

を
搭
載
で
き
る
携
帯
端
末
は
ア

ン
ド
ロ
イ
ド
の
み
で
す
。 

 

〔
議
案
第
十
号
〕 

 

問 

会
計
年
度
任
用
職
員
に
支

給
す
る
勤
勉
手
当
と
は
ど
の
程

度
か
。 

答 

標
準
的
な
金
額
と
し
て
、

一
人
あ
た
り
、
年
間
約
三
十
万

円
で
す
。 

 

〔
議
案
第
十
七
号
〕 

 

問 

二
千
万
円
以
上
の
車
両
と

の
こ
と
だ
が
、
新
た
に
装
備
品

等
を
導
入
す
る
の
か
。 

答 

車
両
本
体
や
装
備
品
等
の

価
格
高
騰
に
よ
り
二
千
万
円
以

上
の
車
両
価
格
と
な
っ
た
も
の

で
、
新
た
に
装
備
品
等
を
導
入

す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
の
形
態
で
す
。 

  

問 

ど
の
程
度
価
格
が
高
騰
し

た
の
か
。 

答 

約
七
百
万
円
で
す
。 

 

〔
議
案
第
十
八
号
〕 

 

問 

当
該
廃
止
路
線
は
、
地
権

者
か
ら
申
し
出
が
あ
っ
た
も
の

か
。 

答 

地
権
者
か
ら
の
申
し
出
に

よ
り
現
地
確
認
し
、
一
般
の
用

に
供
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
廃

止
と
す
る
も
の
で
す
。 

 

〔
議
案
第
二
十
二
号
〕 

 

問 

当
該
地
は
保
安
林
だ
が
、

保
安
林
の
解
除
に
あ
た
り
現
況

回
復
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
か
。 

答 

県
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

保
安
林
が
道
路
に
か
か
っ
て
い

る
場
合
は
、
道
路
部
分
を
測
量

し
て
、
道
路
部
分
の
み
速
や
か

に
解
除
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

の
こ
と
で
、
現
況
回
復
を
求
め

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。 

 

    

◆
総
務
産
業
分
科
会 

 

〔
議
案
第
十
一
号
〕 

 

問 

息
栖
神
社
周
辺
拠
点
施
設

整
備
に
つ
い
て
、
令
和
六
年
度

工
事
着
工
の
予
定
だ
っ
た
が
、

五
年
度
の
補
正
予
算
で
前
倒
し

す
る
理
由
を
伺
い
た
い
。 

答 
 

国
の
交
付
金
の
ス
ケ
ジ
ュ 

ー
ル
、
工
期
の
適
正
な
確
保
等

の
観
点
か
ら
、
前
年
度
か
ら
事

前
準
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
た

め
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
補
正

予
算
を
提
出
し
ま
し
た
。 

             

       

 

問 

国
の
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市

国
家
構
想
交
付
金
の
補
助
率
は

二
分
の
一
だ
が
、
残
額
の
約
三

億
四
千
万
円
は
ど
の
よ
う
な
予

算
措
置
を
考
え
て
い
る
の
か
。 

答 

市
債
を
適
用
す
る
と
い
う

こ
と
で
、
庁
内
で
調
整
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

問 

息
栖
地
区
の
住
民
に
対
し

て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
を
得
な

が
ら
事
業
を
進
め
て
き
た
の

か
。 

答 

令
和
三
年
度
に
住
民
の
方

を
含
め
て
意
見
を
聞
き
な
が
ら

基
本
計
画
を
策
定
し
、
四
年
度

に
は
基
本
設
計
着
手
に
際
し

て
、
説
明
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
通
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

い
、
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
感

を
含
め
て
丁
寧
に
説
明
を
し
て

き
ま
し
た
。 

      

 

問 

拠
点
施
設
整
備
の
事
業
効

果
と
し
て
、
参
拝
者
が
ど
の
く

ら
い
増
え
る
と
見
込
ん
で
い
る

の
か
。 

答 

令
和
四
年
の
年
間
参
拝
者

で
あ
る
約
二
十
万
人
の
来
客
を

想
定
し
て
設
計
し
て
い
ま
す

が
、
来
年
度
の
指
定
管
理
者
の

公
募
に
先
立
ち
、
よ
り
精
緻
な

来
客
の
想
定
に
つ
い
て
現
在
調

査
中
で
す
。 

 

問 

ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品

の
発
掘
に
つ
い
て
、
市
職
員
だ

け
で
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
の
で

は
な
く
、
市
内
の
小
・
中
学
生

や
高
校
生
か
ら
返
礼
品
の
提
案

を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
手
法

は
検
討
し
て
い
な
い
の
か
。 

答 

我
々
が
思
い
も
よ
ら
な
い

よ
う
な
資
源
や
ア
イ
デ
ア
を
提

案
し
て
い
た
だ
け
る
可
能
性
が

十
分
考
え
ら
れ
る
た
め
今
後
検

討
し
ま
す
。 

    

 

◆
予
算
決
算
常
任
委
員
会 

（
髙
橋 

佑
至 

委
員
長
） 

問答

問答

問答

問答

問答

問答問答

問答

問答

問答

問答
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〔
議
案
第
二
十
四
号
〕

問

寄
附
講
座
の
設
置
に
よ
っ

て
、
何
人
の
医
師
が
来
る
こ
と

を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

答

白
十
字
総
合
病
院
に
一
人

の
教
員
医
師
が
配
置
さ
れ
る
ほ

か
、
東
京
女
子
医
科
大
学
本
学

に
も
教
員
が
配
置
さ
れ
、
そ
う

い
っ
た
研
修
環
境
が
整
え
ば
、

専
攻
医
が
研
修
環
境
を
目
指
し

て
来
る
こ
と
も
期
待
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

◆
教
育
福
祉
分
科
会

〔
議
案
第
十
二
号
〕

問

制
度
実
施
に
伴
う
財
源
の

う
ち
、
市
が
負
担
す
る
四
分
の

一
の
財
源
は
何
か
。

答

基
本
的
に
市
が
一
般
会
計

か
ら
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

へ
の
繰
り
出
し
に
要
し
た
経
費

に
は
、
地
方
交
付
税
措
置
が
講

じ
ら
れ
る
予
定
で
す
が
、
当
市

は
普
通
交
付
税
の
不
交
付
団
体

の
た
め
、
市
の
一
般
財
源
か
ら

の
繰
入
れ
と
な
り
ま
す
。

〔
議
案
第
十
三
号
〕

問

報
酬
等
の
引
上
げ
改
定
に

よ
り
、
正
規
職
員
と
会
計
年
度

任
用
職
員
の
差
は
縮
ま
る
の

か
。

答

勤
務
時
間
等
、
一
概
に
同

じ
と
は
言
え
な
い
た
め
、
比
較

は
非
常
に
難
し
い
で
す
が
、
正

規
職
員
と
同
様
に
会
計
年
度
職

員
の
報
酬
も
引
上
げ
に
な
り
ま

す
。

〔
議
案
第
十
四
号
〕

問

会
計
年
度
任
用
職
員
は
全

員
該
当
と
な
る
の
か
。

答

会
計
年
度
任
用
職
員
と
し

て
任
用
さ
れ
て
い
る
職
員
は
同

様
に
改
定
に
な
る
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。

緊急質問について

12月12日の本会議において，額賀優議員が「神栖市議会議員一般選挙の公正な執行の確保につ

いて」，12月20日の本会議において，木内敏之議員が「神栖市議会令和５年第３回定例会での鈴

木康弘議員の一般質問における市長答弁について」の緊急質問を行いました。

※ 緊急質問とは，神栖市議会会議規則第63条第１項に規定されている，

緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときに，議会の

同意を得てすることができる質問のことです。

※ 質問の詳細については，神栖市議会ホームページから録画配信がご覧

いただけます。

鈴木 康弘 議員の副議長就任について

令和５年10月23日に佐藤節子議員から副議長の辞職願が提出され，同日付で議長が許可しました。

これに伴い，令和５年12月６日に開催された第４回定例会において副議長選挙が行われ，鈴木康弘

議員が新たに副議長に選任されました。

議会の傍聴について
市議会はどなたでも傍聴できます。受付で，住所，氏名等を記入するだけです。

どうぞお気軽にお越しください。（今後の状況に応じて取扱いが変更になる場合があります。）

なお，本会議の模様は，神栖市議会ホームページからインターネット中継及び録画中継により

ご覧いただけます。

問答

問答 問答

問答
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令
和
五
年
六
月
二
十
三
日(

金)

問

委
員
の
在
職
期
間
中
、
市

と
の
請
負
割
合
が
五
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
し
ま
っ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。

答

委
員
就
任
当
初
に
取
り
交

わ
す
念
書
等
に
関
係
な
く
、
市

へ
の
報
告
な
く
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、

基
準
に
則
り
解
職
で
は
な
い
か

と
検
討
し
て
い
ま
す
。

問

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

て
し
ま
っ
た
段
階
で
、
す
ぐ
に

議
会
に
報
告
さ
れ
る
の
か
。

答

委
員
の
辞
職
に
関
す
る
こ

と
で
す
の
で
、
そ
の
こ
と
が
明

確
に
な
っ
た
時
点
で
議
会
に
報

告
す
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
。

本
特
別
委
員
会
で
は
、
調
査
事
項
で
あ
る
「
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
地
方
税
法
違
反
及
び
業
務
委
託
受
注
に

関
す
る
調
査
」
に
つ
い
て
、
十
五
回
の
委
員
会
を
開
催
し
、
執
行
部
や
参
考
人
に
出
席
を
求
め
な
が
ら
調
査
を
重
ね
て
き
ま

し
た
。

こ
れ
ま
で
、
二
回
に
わ
た
る
中
間
報
告
の
中
で
、
執
行
部
が
地
方
税
法
違
反
の
見
解
を
変
え
た
経
緯
や
そ
の
判
断
基
準
、

兼
業
禁
止
規
定
に
係
る
今
後
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
な
ど
の
調
査
経
過
を
報
告
し
て
き
ま
し
た
が
、
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
調
査
す
る
と
と
も
に
、
執
行
部
に
対
す
る
議
会
へ
の
説
明
責
任
に
つ
い
て
も
調
査
し
ま
し
た
の
で
、
別
紙
の
と
お
り
主
な

発
言
の
要
旨
を
取
り
ま
と
め
、
次
の
と
お
り
、
調
査
結
果
を
報
告
し
、
本
特
別
委
員
会
の
最
終
報
告
と
し
ま
す
。

調
査
の
結
果

（
一
）
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
際
し
て
は
、
地
方
税
法
第
四
百
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
の
運
用
上
の

基
準
で
あ
る
「
市
と
の
請
負
額
が
法
人
全
体
の
売
上
げ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
固
執
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
常
に

法
規
定
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
。

（
二
）
当
初
地
方
税
法
の
解
釈
を
誤
っ
た
と
し
て
、
当
時
の
管
理
職
三
名
が
訓
告
処
分
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
法
令

解
釈
の
変
更
も
含
め
、
最
終
決
裁
者
で
あ
る
市
長
に
責
任
が
あ
る
。

（
三
）
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
任
命
権
者
で
あ
る
市
長
は
、
議
会
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

人
事
案
件
は
議
会
の
承
認
事
項
で
も
あ
り
、
今
後
、
本
件
と
同
様
の
事
案
が
発
生
し
た
際
は
迅
速
に
議
会
に
説
明
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
選
任
時
、
議
会
が
適
切
に
審
議
で
き
る
よ
う
、
人
事
情
報
の
提
供
の
方
法

に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
地
方
税
法
違
反
及
び

業
務
委
託
受
注
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

最
終
報
告
（
抜
粋
）

問答問答

 

                             

                             

                             

                             

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日 

（
金 

） 

問 

委
員
の
在
職
期
間
中
、
市

と
の
請
負
割
合
が
五
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
し
ま
っ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。 

答 

委
員
就
任
当
初
に
取
り
交

わ
す
念
書
等
に
関
係
な
く
、
市

へ
の
報
告
な
く
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、

基
準
に
則
り
解
職
で
は
な
い
か

と
検
討
し
て
い
ま
す
。 

 

問 

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

て
し
ま
っ
た
段
階
で
、
す
ぐ
に

議
会
に
報
告
さ
れ
る
の
か
。 

答 

委
員
の
辞
職
に
関
す
る
こ

と
で
す
の
で
、
そ
の
こ
と
が
明

確
に
な
っ
た
時
点
で
議
会
に
報

告
す
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
。 

         

 

本
特
別
委
員
会
で
は
、
調
査
事
項
で
あ
る
「
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
地
方
税
法
違
反
及
び
業
務
委
託
受
注
に

関
す
る
調
査
」
に
つ
い
て
、
十
五
回
の
委
員
会
を
開
催
し
、
執
行
部
や
参
考
人
に
出
席
を
求
め
な
が
ら
調
査
を
重
ね
て
き
ま

し
た
。 

こ
れ
ま
で
、
二
回
に
わ
た
る
中
間
報
告
の
中
で
、
執
行
部
が
地
方
税
法
違
反
の
見
解
を
変
え
た
経
緯
や
そ
の
判
断
基
準
、

兼
業
禁
止
規
定
に
係
る
今
後
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
な
ど
の
調
査
経
過
を
報
告
し
て
き
ま
し
た
が
、
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
調
査
す
る
と
と
も
に
、
執
行
部
に
対
す
る
議
会
へ
の
説
明
責
任
に
つ
い
て
も
調
査
し
ま
し
た
の
で
、
別
紙
の
と
お
り
主
な

発
言
の
要
旨
を
取
り
ま
と
め
、
次
の
と
お
り
、
調
査
結
果
を
報
告
し
、
本
特
別
委
員
会
の
最
終
報
告
と
し
ま
す
。 

 調
査
の
結
果 

（
一
）
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
際
し
て
は
、
地
方
税
法
第
四
百
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
の
運
用
上
の

基
準
で
あ
る
「
市
と
の
請
負
額
が
法
人
全
体
の
売
上
げ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
固
執
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
常
に

法
規
定
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
。 

（
二
）
当
初
地
方
税
法
の
解
釈
を
誤
っ
た
と
し
て
、
当
時
の
管
理
職
三
名
が
訓
告
処
分
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
法
令

解
釈
の
変
更
も
含
め
、
最
終
決
裁
者
で
あ
る
市
長
に
責
任
が
あ
る
。 

（
三
）
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
任
命
権
者
で
あ
る
市
長
は
、
議
会
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

人
事
案
件
は
議
会
の
承
認
事
項
で
も
あ
り
、
今
後
、
本
件
と
同
様
の
事
案
が
発
生
し
た
際
は
迅
速
に
議
会
に
説
明
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
選
任
時
、
議
会
が
適
切
に
審
議
で
き
る
よ
う
、
人
事
情
報
の
提
供
の
方
法

に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。 

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
地
方
税
法
違
反
及
び 

業
務
委
託
受
注
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会 

最
終
報
告
（
抜
粋
） 

 

                             

                             

                             

                             

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日 

（
金 

） 

問 

委
員
の
在
職
期
間
中
、
市

と
の
請
負
割
合
が
五
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
し
ま
っ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。 

答 

委
員
就
任
当
初
に
取
り
交

わ
す
念
書
等
に
関
係
な
く
、
市

へ
の
報
告
な
く
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、

基
準
に
則
り
解
職
で
は
な
い
か

と
検
討
し
て
い
ま
す
。 

 

問 

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

て
し
ま
っ
た
段
階
で
、
す
ぐ
に

議
会
に
報
告
さ
れ
る
の
か
。 

答 

委
員
の
辞
職
に
関
す
る
こ

と
で
す
の
で
、
そ
の
こ
と
が
明

確
に
な
っ
た
時
点
で
議
会
に
報

告
す
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
。 

         

 

本
特
別
委
員
会
で
は
、
調
査
事
項
で
あ
る
「
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
地
方
税
法
違
反
及
び
業
務
委
託
受
注
に

関
す
る
調
査
」
に
つ
い
て
、
十
五
回
の
委
員
会
を
開
催
し
、
執
行
部
や
参
考
人
に
出
席
を
求
め
な
が
ら
調
査
を
重
ね
て
き
ま

し
た
。 

こ
れ
ま
で
、
二
回
に
わ
た
る
中
間
報
告
の
中
で
、
執
行
部
が
地
方
税
法
違
反
の
見
解
を
変
え
た
経
緯
や
そ
の
判
断
基
準
、

兼
業
禁
止
規
定
に
係
る
今
後
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
な
ど
の
調
査
経
過
を
報
告
し
て
き
ま
し
た
が
、
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
調
査
す
る
と
と
も
に
、
執
行
部
に
対
す
る
議
会
へ
の
説
明
責
任
に
つ
い
て
も
調
査
し
ま
し
た
の
で
、
別
紙
の
と
お
り
主
な

発
言
の
要
旨
を
取
り
ま
と
め
、
次
の
と
お
り
、
調
査
結
果
を
報
告
し
、
本
特
別
委
員
会
の
最
終
報
告
と
し
ま
す
。 

 調
査
の
結
果 

（
一
）
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
際
し
て
は
、
地
方
税
法
第
四
百
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
の
運
用
上
の

基
準
で
あ
る
「
市
と
の
請
負
額
が
法
人
全
体
の
売
上
げ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
固
執
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
常
に

法
規
定
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
。 

（
二
）
当
初
地
方
税
法
の
解
釈
を
誤
っ
た
と
し
て
、
当
時
の
管
理
職
三
名
が
訓
告
処
分
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
法
令

解
釈
の
変
更
も
含
め
、
最
終
決
裁
者
で
あ
る
市
長
に
責
任
が
あ
る
。 

（
三
）
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
任
命
権
者
で
あ
る
市
長
は
、
議
会
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

人
事
案
件
は
議
会
の
承
認
事
項
で
も
あ
り
、
今
後
、
本
件
と
同
様
の
事
案
が
発
生
し
た
際
は
迅
速
に
議
会
に
説
明
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
選
任
時
、
議
会
が
適
切
に
審
議
で
き
る
よ
う
、
人
事
情
報
の
提
供
の
方
法

に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。 

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
地
方
税
法
違
反
及
び 

業
務
委
託
受
注
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会 

最
終
報
告
（
抜
粋
） 
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令
和
五
年
九
月
二
十
一
日(

木)
問

今
後
同
様
の
事
案
が
発
生

し
な
い
よ
う
、
議
会
に
対
す
る

人
事
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
見

直
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

答

人
事
案
件
に
関
す
る
議
会

へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
、

個
人
情
報
に
配
慮
し
た
方
法
で

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

今
後
そ
の
よ
う
な
情
報
を
提
供

で
き
る
か
調
査
し
、
検
討
し
て

い
き
ま
す
。

問

今
後
も
、
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
委
員
に
つ
い
て
は
、

市
と
請
負
を
し
て
い
る
方
で

あ
っ
て
も
、
売
上
げ
の
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
な
け
れ

ば
、
委
員
と
し
て
選
任
す
る
考

え
か
。

答

委
員
就
任
時
に
、
売
上
げ

の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て

い
な
い
旨
の
覚
書
等
を
取
り
交

わ
す
な
ど
し
て
、
就
任
後
、
超

え
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
基
準

に
則
り
対
応
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

問

在
職
中
に
地
方
税
法
違
反

の
状
態
に
な
る
可
能
性
が
あ
る

方
を
委
員
に
す
る
の
で
は
な
く
、

選
任
の
基
準
と
し
て
、
市
と
の

請
負
が
な
い
方
に
す
れ
ば
良
い

の
で
は
な
い
か
。

答

な
る
べ
く
市
と
の
請
負
が

な
い
方
を
選
任
し
た
い
と
思
い

ま
す
が
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と

い
う
運
用
上
の
基
準
が
あ
る
の

で
、
全
て
を
排
除
す
る
こ
と
は

難
し
い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

市
が
基
準
と
す
る
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
い
つ
、

誰
が
言
い
始
め
た
こ
と
か
。

答

後
日
回
答

（
令
和
五
年
十
二
月
十
四
日

回
答
）

答

県
か
ら
い
た
だ
い
た
地
方

自
治
法
の
逐
条
解
説
や
、
固
定

資
産
税
実
務
提
要
な
ど
の
資
料

及
び
顧
問
弁
護
士
か
ら
の
助
言

を
基
に
、
関
係
各
位
と
の
協
議
、

検
証
を
行
い
、
令
和
三
年
第
二

回
神
栖
市
議
会
定
例
会
一
般
質

問
に
お
い
て
、
石
川
副
市
長
が

そ
の
旨
を
答
弁
し
ま
し
た
。

問

本
事
案
発
生
以
前
も
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
を
基
準
と
し
て
い

た
の
か
。

答

後
日
回
答

（
令
和
五
年
十
二
月
十
四
日

回
答
）

答

過
去
十
年
に
お
け
る
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
に
、

市
と
の
請
負
関
係
を
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
本
件
を
除
き
、
個
人

及
び
法
人
と
し
て
請
負
関
係
の

あ
る
方
は
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

問

他
の
県
内
自
治
体
で
も
同

様
の
基
準
で
運
用
し
て
い
る
の

か
。

答

後
日
回
答

（
令
和
五
年
十
二
月
十
四
日

回
答
）

答

市
と
の
請
負
に
つ
い
て
鹿

行
四
市
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

い
ず
れ
の
市
も
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
の
比
率
を
意
識
し
て
お
り
、

う
ち
三
市
に
お
い
て
は
、
委
員

に
選
任
す
る
時
点
の
請
負
状
況

と
、
在
職
中
に
請
負
比
率
が
五

十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
な

い
か
を
確
認
し
て
お
り
、
万
が

一
請
負
比
率
を
超
過
し
て
し

ま
っ
た
場
合
は
、
委
員
を
辞
め

て
い
た
だ
く
と
い
う
当
市
の
考

え
方
と
同
じ
も
の
で
し
た
。
な

お
、
委
員
と
な
る
方
に
つ
い
て
、

市
と
の
請
負
関
係
が
全
く
な
い

方
や
、
在
職
中
に
請
負
し
な
い

方
に
限
定
す
る
よ
う
な
考
え
方

を
取
っ
て
い
る
市
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

問

地
方
税
法
違
反
の
判
断
を

下
し
た
際
の
担
当
職
員
が
訓
告

処
分
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

そ
の
理
由
と
内
容
、
処
分
さ
れ

た
人
数
を
伺
い
た
い
。

答

令
和
四
年
十
一
月
に
開
催

し
た
分
限
懲
戒
審
査
委
員
会
の

中
で
、
管
理
職
三
名
に
対
し
て
、

当
時
、
解
釈
を
誤
っ
た
こ
と
か

ら
訓
告
の
処
分
が
相
当
と
し
、

十
二
月
一
日
付
で
処
分
さ
れ
ま

し
た
。

問

結
果
と
し
て
正
し
い
事
務

執
行
を
し
た
当
該
職
員
の
訓
告

処
分
を
取
り
消
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

答

今
回
下
さ
れ
た
処
分
に
つ

い
て
は
、
解
除
す
る
こ
と
は
難

し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
基
準

に
つ
い
て
は
、
実
務
提
要
に
記

載
さ
れ
た
解
釈
で
あ
っ
て
、
明

文
化
さ
れ
た
規
定
で
は
な
い
と

い
う
理
解
で
よ
い
か
。

答

法
律
の
定
め
は
な
く
、
地

方
税
法
第
四
百
二
十
五
条
第
二

項
の
条
文
中
、「
主
と
し
て
同

一
の
行
為
を
す
る
法
人
」
を
解

説
し
た
実
務
提
要
に
よ
る
と
、

地
方
公
共
団
体
と
の
請
負
が
当

該
法
人
の
業
務
の
主
要
部
分
を

占
め
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
解
釈
と
し
て
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
が
出
て
き
て
い
る

も
の
と
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

問答

問答

問答

問答

問答

答問

問答答

答問答答

問答
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令
和
五
年
九
月
二
十
一
日(

木)
問

今
後
同
様
の
事
案
が
発
生

し
な
い
よ
う
、
議
会
に
対
す
る

人
事
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
見

直
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

答

人
事
案
件
に
関
す
る
議
会

へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
、

個
人
情
報
に
配
慮
し
た
方
法
で

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

今
後
そ
の
よ
う
な
情
報
を
提
供

で
き
る
か
調
査
し
、
検
討
し
て

い
き
ま
す
。

問

今
後
も
、
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
委
員
に
つ
い
て
は
、

市
と
請
負
を
し
て
い
る
方
で

あ
っ
て
も
、
売
上
げ
の
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
な
け
れ

ば
、
委
員
と
し
て
選
任
す
る
考

え
か
。

答

委
員
就
任
時
に
、
売
上
げ

の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て

い
な
い
旨
の
覚
書
等
を
取
り
交

わ
す
な
ど
し
て
、
就
任
後
、
超

え
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
基
準

に
則
り
対
応
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

問

在
職
中
に
地
方
税
法
違
反

の
状
態
に
な
る
可
能
性
が
あ
る

方
を
委
員
に
す
る
の
で
は
な
く
、

選
任
の
基
準
と
し
て
、
市
と
の

請
負
が
な
い
方
に
す
れ
ば
良
い

の
で
は
な
い
か
。

答

な
る
べ
く
市
と
の
請
負
が

な
い
方
を
選
任
し
た
い
と
思
い

ま
す
が
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と

い
う
運
用
上
の
基
準
が
あ
る
の

で
、
全
て
を
排
除
す
る
こ
と
は

難
し
い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

市
が
基
準
と
す
る
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
い
つ
、

誰
が
言
い
始
め
た
こ
と
か
。

答

後
日
回
答

（
令
和
五
年
十
二
月
十
四
日

回
答
）

答

県
か
ら
い
た
だ
い
た
地
方

自
治
法
の
逐
条
解
説
や
、
固
定

資
産
税
実
務
提
要
な
ど
の
資
料

及
び
顧
問
弁
護
士
か
ら
の
助
言

を
基
に
、
関
係
各
位
と
の
協
議
、

検
証
を
行
い
、
令
和
三
年
第
二

回
神
栖
市
議
会
定
例
会
一
般
質

問
に
お
い
て
、
石
川
副
市
長
が

そ
の
旨
を
答
弁
し
ま
し
た
。

問

本
事
案
発
生
以
前
も
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
を
基
準
と
し
て
い

た
の
か
。

答

後
日
回
答

（
令
和
五
年
十
二
月
十
四
日

回
答
）

答

過
去
十
年
に
お
け
る
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
に
、

市
と
の
請
負
関
係
を
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
本
件
を
除
き
、
個
人

及
び
法
人
と
し
て
請
負
関
係
の

あ
る
方
は
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

問

他
の
県
内
自
治
体
で
も
同

様
の
基
準
で
運
用
し
て
い
る
の

か
。

答

後
日
回
答

（
令
和
五
年
十
二
月
十
四
日

回
答
）

答

市
と
の
請
負
に
つ
い
て
鹿

行
四
市
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

い
ず
れ
の
市
も
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
の
比
率
を
意
識
し
て
お
り
、

う
ち
三
市
に
お
い
て
は
、
委
員

に
選
任
す
る
時
点
の
請
負
状
況

と
、
在
職
中
に
請
負
比
率
が
五

十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
な

い
か
を
確
認
し
て
お
り
、
万
が

一
請
負
比
率
を
超
過
し
て
し

ま
っ
た
場
合
は
、
委
員
を
辞
め

て
い
た
だ
く
と
い
う
当
市
の
考

え
方
と
同
じ
も
の
で
し
た
。
な

お
、
委
員
と
な
る
方
に
つ
い
て
、

市
と
の
請
負
関
係
が
全
く
な
い

方
や
、
在
職
中
に
請
負
し
な
い

方
に
限
定
す
る
よ
う
な
考
え
方

を
取
っ
て
い
る
市
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

問

地
方
税
法
違
反
の
判
断
を

下
し
た
際
の
担
当
職
員
が
訓
告

処
分
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

そ
の
理
由
と
内
容
、
処
分
さ
れ

た
人
数
を
伺
い
た
い
。

答

令
和
四
年
十
一
月
に
開
催

し
た
分
限
懲
戒
審
査
委
員
会
の

中
で
、
管
理
職
三
名
に
対
し
て
、

当
時
、
解
釈
を
誤
っ
た
こ
と
か

ら
訓
告
の
処
分
が
相
当
と
し
、

十
二
月
一
日
付
で
処
分
さ
れ
ま

し
た
。

問

結
果
と
し
て
正
し
い
事
務

執
行
を
し
た
当
該
職
員
の
訓
告

処
分
を
取
り
消
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

答

今
回
下
さ
れ
た
処
分
に
つ

い
て
は
、
解
除
す
る
こ
と
は
難

し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
基
準

に
つ
い
て
は
、
実
務
提
要
に
記

載
さ
れ
た
解
釈
で
あ
っ
て
、
明

文
化
さ
れ
た
規
定
で
は
な
い
と

い
う
理
解
で
よ
い
か
。

答

法
律
の
定
め
は
な
く
、
地

方
税
法
第
四
百
二
十
五
条
第
二

項
の
条
文
中
、「
主
と
し
て
同

一
の
行
為
を
す
る
法
人
」
を
解

説
し
た
実
務
提
要
に
よ
る
と
、

地
方
公
共
団
体
と
の
請
負
が
当

該
法
人
の
業
務
の
主
要
部
分
を

占
め
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
解
釈
と
し
て
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
が
出
て
き
て
い
る

も
の
と
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
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令
和
五
年
十
二
月
十
四
日(

木)
問

議
会
へ
の
説
明
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
再
発
防
止
策
を
伺
い

た
い
。

答

複
数
の
職
員
で
確
認
し
て

誤
っ
た
法
令
解
釈
を
し
な
い
こ

と
を
前
提
に
、
そ
の
よ
う
な
事

象
が
発
生
し
た
場
合
は
、
議
会

へ
の
情
報
提
供
と
説
明
責
任
を

果
た
し
て
い
き
ま
す
。

問

例
え
ば
、
今
後
裁
判
で
本

件
が
地
方
税
法
違
反
で
あ
っ
た

と
の
判
決
が
下
っ
た
場
合
、
本

件
に
関
し
、
誤
っ
た
法
令
解
釈

に
よ
っ
て
訓
告
さ
れ
た
職
員
の

処
分
は
回
復
す
る
か
。

答

当
初
の
法
令
解
釈
が
誤
り

で
な
か
っ
た
場
合
は
、
誤
っ
た

法
令
解
釈
を
し
た
と
さ
れ
た
職

員
の
処
分
は
取
り
消
さ
れ
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

問

委
員
の
在
職
中
に
、
市
と

の
請
負
割
合
が
売
上
げ
の
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
る
か

ど
う
か
、
ど
の
よ
う
に
確
認
す

る
の
か
、
具
体
的
に
伺
い
た
い
。

ま
た
、
確
認
の
結
果
、
超
え
て

い
た
場
合
は
ど
う
す
る
の
か
。

答

市
と
の
請
負
が
発
生
し
た

時
点
で
報
告
し
て
い
た
だ
く
こ

と
が
大
前
提
で
あ
り
、
そ
の
上

で
、
年
一
回
ま
た
は
二
回
程
度

の
確
認
を
行
い
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
ま
た
、
確
認
の
結
果
、

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い

た
場
合
は
、
辞
職
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

問

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
に
限
ら
ず
、
兼
業
禁
止

規
定
に
抵
触
す
る
運
用
上
の
基

準
と
し
て
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と

設
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
よ

り
厳
し
く
規
制
し
よ
う
と
す
る

協
議
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。

答

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
よ

り
厳
し
く
規
制
す
る
協
議
は
し

て
い
ま
せ
ん
。
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
委
員
に
限
ら
ず
、

他
の
行
政
委
員
会
の
委
員
と
の

バ
ラ
ン
ス
も
含
め
、
上
位
法
に

則
っ
て
解
釈
す
べ
き
と
考
え
て

い
ま
す
。

問

今
回
、
固
定
資
産
税
実
務

提
要
を
用
い
て
法
令
解
釈
を
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
終
的

に
誰
が
判
断
し
た
の
か
。

答

最
終
的
に
判
断
し
た
の
は

市
長
で
す
。

茨城県市議会議長会議員研修会

11月20日から21日の日程で，北茨城市において，茨城県市議会議長会主催の議員研修会が開催され

ました。

東京都立大学・首都大学東京名誉教授 工学博士の中林一樹氏

による『地震・津波にも水害にも備える複眼的防災 ～「流域治

水」から「流域防災」へ～』の講演の受講のほか，「茨城県天心

記念五浦美術館」の視察を行いました。

神栖市議会からは，五十嵐清美議長，佐藤節子議員，遠藤貴之

議員，西山正司議員，小野田トシ子議員が出席しました。

 

令
和
五
年
十
二
月
十
四
日(

木) 

 
問 
議
会
へ
の
説
明
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
再
発
防
止
策
を
伺
い

た
い
。 

答 

複
数
の
職
員
で
確
認
し
て

誤
っ
た
法
令
解
釈
を
し
な
い
こ

と
を
前
提
に
、
そ
の
よ
う
な
事

象
が
発
生
し
た
場
合
は
、
議
会

へ
の
情
報
提
供
と
説
明
責
任
を

果
た
し
て
い
き
ま
す
。 

 

問 

例
え
ば
、
今
後
裁
判
で
本

件
が
地
方
税
法
違
反
で
あ
っ
た

と
の
判
決
が
下
っ
た
場
合
、
本

件
に
関
し
、
誤
っ
た
法
令
解
釈

に
よ
っ
て
訓
告
さ
れ
た
職
員
の

処
分
は
回
復
す
る
か
。 

答 

当
初
の
法
令
解
釈
が
誤
り

で
な
か
っ
た
場
合
は
、
誤
っ
た

法
令
解
釈
を
し
た
と
さ
れ
た
職

員
の
処
分
は
取
り
消
さ
れ
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

      

問 

委
員
の
在
職
中
に
、
市
と

の
請
負
割
合
が
売
上
げ
の
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
る
か

ど
う
か
、
ど
の
よ
う
に
確
認
す

る
の
か
、
具
体
的
に
伺
い
た
い
。

ま
た
、
確
認
の
結
果
、
超
え
て

い
た
場
合
は
ど
う
す
る
の
か
。 

答 

市
と
の
請
負
が
発
生
し
た

時
点
で
報
告
し
て
い
た
だ
く
こ

と
が
大
前
提
で
あ
り
、
そ
の
上

で
、
年
一
回
ま
た
は
二
回
程
度

の
確
認
を
行
い
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
ま
た
、
確
認
の
結
果
、

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い

た
場
合
は
、
辞
職
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。 

             

問 

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
に
限
ら
ず
、
兼
業
禁
止

規
定
に
抵
触
す
る
運
用
上
の
基

準
と
し
て
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と

設
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
よ

り
厳
し
く
規
制
し
よ
う
と
す
る

協
議
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。 

答 

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
よ

り
厳
し
く
規
制
す
る
協
議
は
し

て
い
ま
せ
ん
。
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
委
員
に
限
ら
ず
、

他
の
行
政
委
員
会
の
委
員
と
の

バ
ラ
ン
ス
も
含
め
、
上
位
法
に

則
っ
て
解
釈
す
べ
き
と
考
え
て

い
ま
す
。 

 

問 

今
回
、
固
定
資
産
税
実
務

提
要
を
用
い
て
法
令
解
釈
を
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
終
的

に
誰
が
判
断
し
た
の
か
。 

答 

最
終
的
に
判
断
し
た
の
は

市
長
で
す
。 

       
茨城県市議会議長会議員研修会 

11月20日から21日の日程で，北茨城市において，茨城県市議会議長会主催の議員研修会が開催され

ました。 

東京都立大学・首都大学東京名誉教授 工学博士の中林一樹氏 

による『地震・津波にも水害にも備える複眼的防災 ～「流域治 

水」から「流域防災」へ ～』の講演の受講のほか，「茨城県天心 

記念五浦美術館」の視察を行いました。 

神栖市議会からは，五十嵐清美議長，佐藤節子議員，遠藤貴之 

議員，西山正司議員，小野田トシ子議員が出席しました。 

問答

問答

問答

問答

問答
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令
和
五
年
九
月
二
十
一
日(

木)
問

今
後
同
様
の
事
案
が
発
生

し
な
い
よ
う
、
議
会
に
対
す
る

人
事
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
見

直
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

答

人
事
案
件
に
関
す
る
議
会

へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
、

個
人
情
報
に
配
慮
し
た
方
法
で

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

今
後
そ
の
よ
う
な
情
報
を
提
供

で
き
る
か
調
査
し
、
検
討
し
て

い
き
ま
す
。

問

今
後
も
、
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
委
員
に
つ
い
て
は
、

市
と
請
負
を
し
て
い
る
方
で

あ
っ
て
も
、
売
上
げ
の
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
な
け
れ

ば
、
委
員
と
し
て
選
任
す
る
考

え
か
。

答

委
員
就
任
時
に
、
売
上
げ

の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て

い
な
い
旨
の
覚
書
等
を
取
り
交

わ
す
な
ど
し
て
、
就
任
後
、
超

え
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
基
準

に
則
り
対
応
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

問

在
職
中
に
地
方
税
法
違
反

の
状
態
に
な
る
可
能
性
が
あ
る

方
を
委
員
に
す
る
の
で
は
な
く
、

選
任
の
基
準
と
し
て
、
市
と
の

請
負
が
な
い
方
に
す
れ
ば
良
い

の
で
は
な
い
か
。

答

な
る
べ
く
市
と
の
請
負
が

な
い
方
を
選
任
し
た
い
と
思
い

ま
す
が
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と

い
う
運
用
上
の
基
準
が
あ
る
の

で
、
全
て
を
排
除
す
る
こ
と
は

難
し
い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

市
が
基
準
と
す
る
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
い
つ
、

誰
が
言
い
始
め
た
こ
と
か
。

答

後
日
回
答

（
令
和
五
年
十
二
月
十
四
日

回
答
）

答

県
か
ら
い
た
だ
い
た
地
方

自
治
法
の
逐
条
解
説
や
、
固
定

資
産
税
実
務
提
要
な
ど
の
資
料

及
び
顧
問
弁
護
士
か
ら
の
助
言

を
基
に
、
関
係
各
位
と
の
協
議
、

検
証
を
行
い
、
令
和
三
年
第
二

回
神
栖
市
議
会
定
例
会
一
般
質

問
に
お
い
て
、
石
川
副
市
長
が

そ
の
旨
を
答
弁
し
ま
し
た
。

問

本
事
案
発
生
以
前
も
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
を
基
準
と
し
て
い

た
の
か
。

答

後
日
回
答

（
令
和
五
年
十
二
月
十
四
日

回
答
）

答

過
去
十
年
に
お
け
る
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
に
、

市
と
の
請
負
関
係
を
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
本
件
を
除
き
、
個
人

及
び
法
人
と
し
て
請
負
関
係
の

あ
る
方
は
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

問

他
の
県
内
自
治
体
で
も
同

様
の
基
準
で
運
用
し
て
い
る
の

か
。

答

後
日
回
答

（
令
和
五
年
十
二
月
十
四
日

回
答
）

答

市
と
の
請
負
に
つ
い
て
鹿

行
四
市
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

い
ず
れ
の
市
も
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
の
比
率
を
意
識
し
て
お
り
、

う
ち
三
市
に
お
い
て
は
、
委
員

に
選
任
す
る
時
点
の
請
負
状
況

と
、
在
職
中
に
請
負
比
率
が
五

十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
な

い
か
を
確
認
し
て
お
り
、
万
が

一
請
負
比
率
を
超
過
し
て
し

ま
っ
た
場
合
は
、
委
員
を
辞
め

て
い
た
だ
く
と
い
う
当
市
の
考

え
方
と
同
じ
も
の
で
し
た
。
な

お
、
委
員
と
な
る
方
に
つ
い
て
、

市
と
の
請
負
関
係
が
全
く
な
い

方
や
、
在
職
中
に
請
負
し
な
い

方
に
限
定
す
る
よ
う
な
考
え
方

を
取
っ
て
い
る
市
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

問

地
方
税
法
違
反
の
判
断
を

下
し
た
際
の
担
当
職
員
が
訓
告

処
分
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

そ
の
理
由
と
内
容
、
処
分
さ
れ

た
人
数
を
伺
い
た
い
。

答

令
和
四
年
十
一
月
に
開
催

し
た
分
限
懲
戒
審
査
委
員
会
の

中
で
、
管
理
職
三
名
に
対
し
て
、

当
時
、
解
釈
を
誤
っ
た
こ
と
か

ら
訓
告
の
処
分
が
相
当
と
し
、

十
二
月
一
日
付
で
処
分
さ
れ
ま

し
た
。

問

結
果
と
し
て
正
し
い
事
務

執
行
を
し
た
当
該
職
員
の
訓
告

処
分
を
取
り
消
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

答

今
回
下
さ
れ
た
処
分
に
つ

い
て
は
、
解
除
す
る
こ
と
は
難

し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
基
準

に
つ
い
て
は
、
実
務
提
要
に
記

載
さ
れ
た
解
釈
で
あ
っ
て
、
明

文
化
さ
れ
た
規
定
で
は
な
い
と

い
う
理
解
で
よ
い
か
。

答

法
律
の
定
め
は
な
く
、
地

方
税
法
第
四
百
二
十
五
条
第
二

項
の
条
文
中
、「
主
と
し
て
同

一
の
行
為
を
す
る
法
人
」
を
解

説
し
た
実
務
提
要
に
よ
る
と
、

地
方
公
共
団
体
と
の
請
負
が
当

該
法
人
の
業
務
の
主
要
部
分
を

占
め
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
解
釈
と
し
て
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
が
出
て
き
て
い
る

も
の
と
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
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委員会が行政視察を実施

■商工観光行政，市民協働について視察 ＝ 総務産業委員会

10月10日から11日の日程で，福島県福島市の「女性の

起業チャレンジ応援事業の取組」について，視察を行い

ました。

福島市では，既に起業している先輩の女性起業家を「起

業姉さん」，これから起業を目指す女性を「起業妹さん」

と例え，姉妹のようにつながる起業支援により，「女性

が活躍するまち」を目指す取組を行っていました。

■教育行政について視察 ＝ 教育福祉委員会

10月５日から６日の日程で，神奈川県大和市の「大和

市文化創造拠点シリウス」について，視察を行いました。

大和市では，図書館，芸術文化ホール，生涯学習セン

ター，屋内こども広場が入った複合施設「シリウス」を

全館図書館のスタイルで運営し，コンセプトである居心

地の良い空間づくり，市民の居場所づくりを実現するた

めの様々な取組を行ってました。

■生活環境行政について視察 ＝ 都市環境委員会

11月14日から15日の日程で，兵庫県伊丹市の「新庁舎

グリーン化の取組」について，視察を行いました。

伊丹市では，省エネ設備等の導入により庁舎の電力消

費量を通常の半分以下に抑え，大規模庁舎として西日本

初となる「ZEB Ready」認証を取得しました。また，カー

ボンクレジット取引を利用し，庁舎のＣＯ２排出量を実

質ゼロとする「ゼロカーボン庁舎」を実現していました。

■議会運営について視察 ＝ 議会運営委員会

11月６日から７日の日程で，山梨県甲府市の「議会Ｂ

ＣＰ」について，視察を行いました。

甲府市議会では，大規模災害時等における議会機能の

継続を図ることを目的として，令和５年２月に甲府市議

会業務継続計画（甲府市議会ＢＣＰ）を策定し，災害発

生時においても議会の機能が発揮できるよう取り組んで

いました。
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（令和５年12月～令和６年２月）

６日 議員協議会，議会運営委員会

第４回定例会開会

総務産業委員会

７日 一般質問

８日 一般質問，議員協議会

11日 一般質問

12日 議会運営委員会，議案質疑

懲罰特別委員会

13日 総務産業委員会・分科会

教育福祉委員会・分科会

都市環境委員会・分科会

14日 固定資産評価審査委員会委員の

地方税法違反及び業務委託受注

に関する調査特別委員会

懲罰特別委員会

20日 議会運営委員会

予算決算常任委員会

第４回定例会閉会

18日 茨城県市議会議長会正副会長会・

理事会・定例会

19日 茨城県市議会議長会視察研修

23日 鹿島地方事務組合議会議員協議

会・定例会

31日 愛知県半田市議会行政視察来市

２日 茨城県後期高齢者医療広域連合

議会全員協議会

４日 神栖市議会議員一般選挙

16日 茨城県市議会議長会議員研修会

(茨城県結城市)

19日 茨城県後期高齢者医療広域連合

議会定例会

26日 鹿行広域事務組合議会議員全員

協議会，定例会

期 日 曜 日 日 程（案）

11日 (月) 本会議（開会，提案理由説明）

12日～14日 (火)～(木) 本会議（一般質問）

15日 (金) 本会議（議案質疑）

16日～17日 (土)～(日) 休会

18日～19日 (月)～(火) 休会（各常任委員会，予算決算常任委員会分科会）

20日 (水・祝) 休会

21日～22日 (木)～(金) 休会（議事整理）

23日～24日 (土)～(日) 休会

25日 (月) 休会（議事整理）

26日 (火)
予算決算常任委員会

本会議（委員長報告，討論，採決，閉会）

神
栖
市
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

委

員

長

山
本

実

副
委
員
長

小
野
田
ト
シ
子

委

員

遠
藤

貴
之

〃

鈴
木

康
弘

編

集

後

記

編集委員会では，議会や本紙に

対する皆さんのご意見・ご要望などを

お待ちしています。

〒３１４－０１９２

神栖市溝口４９９１－５

神栖市議会事務局

電話 ０２９９－９０－１１７２（直通）

Eメール：gikai@city.kamisu.ibaraki.jp

市 議 会 の う ご き

1212月月

２２月月（予定）（予定） 次回の３月議会予定次回の３月議会予定

今
回
は
令
和
五
年
第
四
回
定
例
会

の
内
容
を
中
心
と
し
た
「
か
み
す
市
議

会
だ
よ
り
」
第
八
十
号
を
お
届
け
し
ま

す
。市

議
会
議
員
の
任
期
満
了
に
伴
う

改
選
に
よ
り
、
現
委
員
で
の
編
集
は
今

号
が
最
後
と
な
り
ま
す
が
、
編
集
委
員

会
で
は
、
今
後
と
も
、
市
民
の
皆
様
か

ら
の
ご
意
見
・
ご
要
望
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

右の予定表は令和６年第１回
定例会（３月）の議会予定です。
変更になる場合がありますの
で議会の傍聴を希望される方は
事前に事務局にご確認ください。

お知らせ

１１月月

市議会のうごき
（令和５年１２月～令和６年２月）


